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序     文 
 

ラテンアメリカにおいては、1970 年代からの軍政から民政への移管、中米諸国での内戦終結と平和

の構築といった流れのなかで、司法制度の改善のための様々な取り組みがなされてきた。ラテンアメ

リカ諸国においては、過度の形式主義や権威主義、煩雑で時間がかかる手続き、裁判の公平さへの不

信感などから、裁判が一般市民から距離を置く存在となり、司法制度を十分に信頼しているとはいい

難い状況となっている。また裁判に時間がかかりすぎることにより未決囚が増加し、刑務所の過剰収

容や収容環境の悪化といった事態も引き起こしている。 

 ラテンアメリカ諸国においては、これまで伝統的にヨーロッパ大陸法的な糾問主義（裁判官の職権

により訴訟手続きが開始され、裁判官が犯人と証拠・証人を捜査・尋問し裁判を行う）的な刑事司法

制度が採用されてきたが、ここ 15 年ないし 20 年ほどの間に、当事者主義（裁判所以外の第三者が訴

えを提起し、対立する当事者同士がそれぞれ自己に有利な法律上・事実上の主張及び証拠を出し合い、

これに基づいて中立の第三者である裁判所が裁判を行う）的な制度へ移行する改革が進められてきて

いる。しかしながら、移行後の当事者主義的訴訟構造における裁判官、検察官、弁護人等の役割が十

分に理解されず、裁判の現場では様々な課題が生じてきている。このような状況の下、当事者主義へ

の対応を中心に、刑事司法制度の改善に資すべく、国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（ILANUD）よ

り、コスタリカ共和国政府を通じて第三国集団研修の要請が提出された。 

同要請に対し、JICA は 2004 年８月に事前評価調査団を派遣し、ラテンアメリカ地域の刑事司法制

度改革の現状について調査するとともに、先方と新たな第三国研修の協力内容について協議を行った。

さらに、2005 年２月 22 日、ILANUD、コスタリカ共和国外務省国際協力局及び JICA コスタリカ駐在員

との間で、討議議事録(R/D)の署名を行った。 

 本報告書は、この間の経緯や調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開に大

いに活用されることを期待するものである。 

 最後に、今回の調査にご協力頂いた内外関係各機関に心よりお礼を申し上げ、一層のご支援をお願

いする次第である。 

 

平成 17 年２月 

 

独立行政法人国際協力機構  
理事  松岡 和久 
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第１章 事前調査団の派遣 
 
１－１ 調査の背景と目的 
ラテンアメリカにおいては、70 年代からの軍政から民政への移管、中米諸国での内戦終結と平和の

構築といった流れのなかで、司法制度の改善のための様々な取り組みがなされてきた。安定した社会

経済開発のためには、司法制度に対する信頼は不可欠であるが、ラテンアメリカ諸国においては、過

度の形式主義や権威主義、煩雑で時間がかかる手続き、裁判の公平さへの不信感などから、裁判が一

般市民から距離を置く存在となり、司法制度を十分に信頼しているとはいい難い状況となっている。

また裁判に時間がかかりすぎることにより未決囚が増加し、刑務所の過剰収容や収容環境の悪化とい

った事態も引き起こしている。 

 ラテンアメリカ諸国においては、これまで伝統的にヨーロッパ大陸法的な糾問主義（裁判官の職権

により訴訟手続きが開始され、裁判官が犯人と証拠・証人を捜査・尋問し裁判を行う）的な刑事司法

制度が採用されてきたが、ここ 15 年ないし 20 年ほどの間に、当事者主義（裁判所以外の第三者が訴

えを提起し、対立する当事者同士がそれぞれ自己に有利な法律上・事実上の主張及び証拠を出し合い、

これに基づいて中立の第三者である裁判所が裁判を行う）的な制度へ移行する改革が進められてきて

いる。その目的は、刑事司法の独立性、透明性、アカウンタビリティーや人権保障等を確保すること

により、より公正で効率的な制度を確立することにあり、汚職の防止にも資すると期待されている。

しかしながら、移行後の当事者主義的訴訟構造における裁判官、検察官、弁護人等の役割が十分に理

解されず、裁判の現場では様々な課題が生じてきている。このような状況の下、当事者主義への対応

を中心に、刑事司法制度の改善に資すべく、国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（ILANUD）より、コ

スタリカ共和国（以下、「コスタリカ」と記す）政府を通じて第三国集団研修の要請が提出され、平成

16 年度の協力案件として採択された。 

ILANUD は、我が国の技術協力事業の一環としての JICA の協力により、1988 年から 97 年まで「麻薬

犯罪防止」を、99 年から 2003 年まで「刑務所の生活条件と犯罪者矯正計画」をテーマに２つの第三

国研修を行った実績があり、ILANUD のアジア・極東地域における姉妹機関である、国連アジア極東犯

罪防止研修所（UNAFEI：我が国の法務省法務総合研究所内に設置）も研修講師として数多くの教官を

派遣し協力している。 

ラテンアメリカ地域の刑事司法制度改革の現状について調査するとともに、これまでの協力の実績

と成果に基づき、新たな第三国研修の協力内容について協議するために事前評価調査団が派遣された。 

 

１－２ 団 員 

担当分野 氏 名     所 属  
総括／研修計画  大槻 清隆   JICA 中南米部中米・カリブチーム 職員 

検察制度    野口 元郎   国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）教官 

裁判制度    坂田 威一郎  国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）教官 
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１－３ 日 程 

 
日順 月 日 日 程 

1 8 月 8 日(日) 東京(JL-006、12:00)→(11:30)ニューヨーク(AA-955、22:10)→ 

2 9 日(月) →(9:50)ブエノスアイレス 

・JICA 事務所 ・日本大使館 

3 10 日(火) ・司法省犯罪政策庁訪問 ・最高裁訪問 ・国家検察庁訪問 

4 11 日(水) ・裁判視察 ・国家弁護庁 

5 12 日(木) ・司法審議会 ・刑罰破棄院訪問 ・J.F.Kennedy 大学にて講演会 

6 13 日(金) ・資料整理 

・JICA 事務所報告 ・日本大使館報告 

7 14 日(土) ブエノスアイレス(CM-448、12:40)→(18:00)パナマシティ 

8 15 日(日) パナマシティ(CM-410、10:40)→(12:40)サンサルバドル 

9 16 日(月) ・JICA 事務所 ・日本大使館 ・最高裁訪問 ・人権擁護庁訪問 

10 17 日(火) ・内務省訪問 ・国家検察庁訪問 ・国家弁護庁訪問 

11 18 日(水) ・司法研修所訪問 ・裁判視察 ・JICA/UNAFEI 帰国研修員との懇談会

12 19 日(木) サンサルバドル(TA-561、8:40)→(10:00)サンホセ 

・JICA 事務所 ・日本大使館  

・JICA 事務所にてローカルコンサルタントと打合せ 

13 20 日(金) ・公共弁護庁訪問 ・ILANUD との打合せ ・法務大臣表敬 

・ILANUD 主催昼食会 

・司法府訪問・司法学校長による司法制度についてのブリーフィング 

14 21 日(土) （資料整理） 

15 22 日(日) （資料整理） 

大槻 野口、坂田 

・ILANUD との協議 ・最高裁訪問 ・検察庁訪問 

・検事総長主催昼食会 

・司法府における講演会 

16  

23 日(月) 

・猪又大使主催夕食会 

17 24 日(火) ・ILANUD との協議 

・ミニッツ作成 

・米州開発銀行(IDB) 

司法改革プログラム事務局訪問 

・裁判所視察 ・司法府における講演会 

大槻 野口、坂田 18 25 日(水) 

・外務省国際協力局訪問 

・ILANUD との協議 

・ミニッツ作成 

 

・検察庁、裁判所（I Circuito en San Jose）

訪問 

・最高裁訪問 

・司法府検察研修部訪問 ・国会議長表敬 

・国会内での講演会 ・帰国研修員との懇談

会 

19 26 日(木) ・ILANUD にてミニッツ署名、研修内容に関する意見交換 

・JICA 事務所報告 ・日本大使館報告 

サンホセ(LR-600、18:25)→(23:25)ロスアンゼルス 

20 27 日(金) ロスアンゼルス(JL-061、13:05)→ 

21 28 日(土) →(16:25)東京 
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１－４ 調査結果の概要 
 １－４－１ アルゼンチン共和国 

  ・90 年代末からの経済危機によりアルゼンチン共和国（以下、「アルゼンチン」と記す）の社会

は深刻な打撃を受けており、国民の 40％が貧困層にあるといわれている。治安が悪化し、窃盗、

強盗などの犯罪が増えているのに加え、最近は身代金目的の誘拐が頻発し、調査団の滞在中も

マスコミで大きく取り上げられていた。 

  ・他のラテンアメリカ諸国と比較して、1992 年という早い時期に、糾問主義的訴訟構造と当事者

主義的訴訟構造とのミックス・システムを導入したアルゼンチンではあるが、広大な国土を有

するうえに、連邦制により州ごとに諸制度が異なるなど、改革の進展にとってマイナスの要因

があったことに加え、上記の経済停滞による予算不足等のため、コルドバ州のように極めて先

駆的な取り組みを行ってきている州があるものの、全般的には刑事司法制度改革は現地に入る

前に予想していたほどには進展していないという現状のようである。公判を１件見学したが、

糾問主義的な書面審査ではなく口頭審理が行われているものの、裁判官が大半の尋問を行って

いるなど、検察官、弁護人が主体となるべき当事者主義に基づく審理からは程遠く、むしろ糾

問的色彩の強い手続きのように感じられた。 

  ・各関係機関とも、刑事司法制度の改善のための教育・研修などが不足しているという認識をも

っており、この分野の協力を歓迎するとの意見が多かった。伝統的なヨーロッパ法や米国の法

律については情報がある一方で、あまり情報のない我が国の刑事司法制度に対する関心も高く、

訪問した関係機関からは我が国の刑事司法制度改革、特に導入が決定されたばかりの裁判員制

度の概要に対するものをはじめ、数多くの質問がなされた。また、我が国の治安の良さ、司法

関係機関への信頼感の高さが注目を集めていた。 

 

 １－４－２ エルサルバドル共和国 

  ・エルサルバドル共和国（以下、「エルサルバドル」と記す）においては、マラスと呼ばれる不良

少年グループや米国から送還された帰国者による殺人、強盗などの犯罪が多発し、社会経済開

発上の大きな課題のひとつとして治安対策があげられており、警察の能力強化や刑法・少年法

の改正など、様々な取り組みが検討・実施されている。治安の問題が深刻・緊急であるため、

刑事司法制度の改革についても、汚職の防止や裁判の透明性の確保などの観点からというより

は、これらの治安対策のための諸策のひとつとしてとらえられているように感じられる。 

  ・エルサルバドルでは 98 年に実施された刑事司法制度改革により当事者主義的訴訟制度が導入さ

れている。各機関での聞き取り調査の結果をみる限りでは、制度そのものは優れているが運用

の点で問題が多いとの人権擁護庁の見解もあるものの、被疑者の逮捕段階から無料で弁護人が

配置されるなどの先進的な制度も導入され、裁判期間の短縮などの肯定的なデータも現れてい

るとのことであり、刑事司法制度改革は一定の成果をあげてきていると思われる。一方で関係

機関の予算状況は厳しいものがあり、裁判所、検察庁、弁護人のいずれの機関においても、制

度改革にあたって必要な人材育成や研修の需要は高いと思われる。 

  ・現在、エルサルバドルに対する我が国の技術協力の重点課題のひとつとして治安対策があげら

れており、警察に対する協力が検討されている。刑事司法制度改革そのものは短期的な成果が

見えにくい協力分野であるが、同国に対する治安対策の協力のひとつと位置づけ、上記の警察

に対する協力等とあわせて実施していくことにより、先方政府に対し我が国の協力をより強く
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アピールするとともに、協力効果の発現にあたって相互にプラスの効果を与えることも期待で

きる。エルサルバドルを第三国研修の割り当て国の１つとする必要性・妥当性は高いと判断さ

れた。 

 

 １－４－３ コスタリカ共和国 

  ・他の中米諸国が内戦などにより極めて不安定な政治状況にあったなかで、コスタリカは軍隊を

廃止し、長期にわたって安定した政治と社会経済発展を維持してきており、教育、社会保障な

ど、ラテンアメリカでも最も進んだ国の１つといえる。当事者主義の導入をはじめとする刑事

司法制度改革についても、調査団の当地訪問前の情報収集段階から、コスタリカはラテンアメ

リカ地域においては最も進展している国の１つとの情報を得ていたが、関係機関での調査・視

察によりこれらの情報が裏づけられた。もちろん刑事司法制度面においても課題を有していな

いわけではないが、他諸国が直面している課題とは次元が違うとの感がある。本研修をコスタ

リカで実施することは、ILANUD が所在するという地理的な理由だけでなく、刑事司法制度改革

について関係機関の訪問・視察等により、より経験的に理解できるという意味からも意義があ

ると判断された。 

  ・コスタリカにおいては、調査団の訪問に先立ち、ローカル・コンサルタント（ホンジュラス在

住の邦人及びコスタリカ人弁護士）により、周辺国の刑事司法制度改革の現状についての情報

整理と、今回、調査・準備の対象となった第三国研修の内容に関する調整が行われた。両者の

業務は調査団の限られた現地滞在を最大限に生かすうえで、極めて重要であったといえる。特

に邦人コンサルタント・勝又氏は、今回の事前評価調査が有していた以下のような問題を克服

するのに非常に大きな助けとなった。すなわち、①平成 15 年度の ILANUD の第三国研修実施後

に JICA のコスタリカ駐在員が交代し、また 2003 年まで同第三国研修を担当していたナショナ

ルスタッフが退職したことから、ILANUD の第三国研修の実績についての情報が必ずしも整理で

きていなかった、②UNAFEI 側の事情により調査団の派遣を８月中に実施せざるを得ず、ILANUD

側との事前の意見交換等が必ずしも十分でなかった、などの点である。勝又氏は調査団の現地

入りまでに、JICA 本部が作成した R/D 案の内容についての検討、コスタリカ駐在員事務所の意

見の反映、ILANUD との事前調整などをこなしたほか、署名前のミニッツの作成・修正を支援し、

限られたコスタリカでの滞在期間中でのミニッツ署名を実現することができた。 

  ・コスタリカでの日程は、UNAFEI から参加の２団員が、古田佑紀・最高検察庁次長検事の日程に

同行する形となった。古田次長検事は、コスタリカ国最高裁判所の招きにより、同最高裁判所、

国会、ILANUD、インターアメリカン大学、在コスタリカ日本大使館共催による「コスタリカ・

日本刑事司法制度比較セミナー」に参加するため、同国を訪問したものであるが、日本の最高

検察庁の No.２である古田次長検事の訪問が与えたインパクトは大きく、同次長と同行するこ

とで、本調査団もコスタリカの司法関係機関において高位にある方々と面会し、直接その意見

をお聴きすることができた。同次長の訪問と本調査団とが、先方には混同されていた面もない

わけではないが、逆に ILANUD の第三国研修に対する我が国の協力をアピールすることができた

のではないかと考える。特に今回の研修は、そのテーマの特徴から、コスタリカの司法関係機

関の協力が今まで以上に重視されることが予想され、これを依頼するという点からも有意義で

あった。 
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 １－４－４ コスタリカ側との協議とミニッツの署名 

   技術協力プロジェクト（第三国研修）「ラテンアメリカにおける刑事司法制度の改善」の実施に

ついて、実施機関である国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（ILANUD）と協議を行った結果、以

下の概要による R/D（案）を作成し、これを添付したミニッツに署名した。（付属資料 2.参照）。 

 

（１）コース名 

   （和）ラテンアメリカにおける刑事司法制度の改善 

 （英）International Training Course on the Criminal Justice System Reforms in Latin America 

 

（２）研修割当国 

アルゼンチン、ボリビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、 

ホンジュラス、ニカラグア、ベネズエラの９か国と実施国のコスタリカ 

 

（３）人 数 

毎年、各国から裁判官、検察官、弁護人各１名、計３名／回 

９か国から計 27 名と実施国のコスタリカから３名、計 30 名／回 

 

（４）実施期間 

2005 年度から 2007 年度までの３年間、毎年７、８月ごろ、10 日間実施。 

 

（５）研修コース以外の活動 

研修効果発現の促進のために、研修コース以外の事業についても今後、関係機関で協議を行

ったうえで実施していくこととした。 

 

（６）協議の概要 

１）研修コース以外の活動については、日本側より、研修コースの実施後、コースに参加した

日本人講師が ILANUD 側の専門家と引き続き研修割当国を訪問し、現地セミナーの実施や当該

国政府関係者との意見交換を行うという提案を行い、ILANUD 側も基本的にこれに同意した。

また ILANUD 側は、従来から第三国研修における日本人講師の講義をスペイン語訳して出版す

るなど、研修成果の普及を図ってきていることから、これもコースの補足的活動として位置

づけ、必要があれば双方から予算措置を講ずることとした。 

２）ILANUD 側より、過去に日本側から供与された機材の老朽化が著しいとして、研修の実施の

ために必要な視聴覚機材等（概算１万ドル）の供与の要請があり、調査団はこの要請をミニ

ッツに残し、持ち帰り検討することとした。 

３）2003 年まで実施されていた ILANUD の第三国研修においては、割当国政府からコスタリカ

政府への外交ルートによる要請書の提出、外交ルートによる受入回答が必ずしも実施されな

いことがあったことが判明した。この点について、外交ルートによる要請・回答を確実に実

施するよう ILANUD 側に確認すると同時に、外務省の担当部局である国際協力局を訪問して外

交ルートによる手続きの促進を依頼し、了解を得た。 

４）ミニッツに添付した R/D（案）中には、ILANUD 側から JICA への詳細な研修実施報告書、証
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憑書類を伴った支出報告などの提出や、研修員の選考過程に JICA 事務所が参加することなど

を明記し、今まで以上に JICA による研修実施状況と効果の把握に努めることとした。 
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第２章 R/D の署名 
 

  事前評価調査団の帰国後、日本側で事前評価調査票、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

の作成を、コスタリカ側で研修日程（案）の作成を行い、協力目的・内容等について整理を行ったう

えで最終的に R/D を作成し、2005 年２月 22 日、サンホセにて、コスタリカ外務省、法務省、日本大

使館、研修参加国大使館関係者らの参列を得て、JICA コスタリカ駐在員事務所長、ILANUD 所長、コス

タリカ外務省国際協力局長の間で R/D が署名された（R/D は付属資料 4.参照）。 

 なお、先方の要請内容、同要請に対する対処方針及び先方との協議結果については付属資料 6．を

参照。 
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第３章 ラテンアメリカにおける刑事司法制度改革の現状 
 

３－１ ラテンアメリカにおける糾問主義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造への移行1 

 ３－１－１ はじめに 

ラテンアメリカ諸国においては、これまで伝統的に、大陸法的な糾問主義的な刑事司法制度が採

用されてきたが2、ここ 15 年ないし 20 年ほどの間に、数多くの国々において、当事者主義的な制度

へ移行する改革が進められている3。かような改革がいつから始まったかについては、評価の分かれ

る面もあるが、アルゼンチンの連邦司法制度では 1991 年に、グアテマラでは 1994 年に、エルサル

バドルでは 1998 年に、ベネズエラでは 1999 年に、チリ4及びパラグアイでは 2000 年に、ボリビア、

エクアドル、ニカラグアでは 2001 年に、ホンジュラスでは 2002 年に始まったとされる。またコス

タリカでは、1973 年、1998 年という２度の改革を経ている。 

 

 ３－１－２ 糾問主義的訴訟構造モデルにおける刑事訴訟手続き 

（１）概 要 

そもそも、ラテンアメリカ諸国の法制度は、スペインによる植民地時代から引き続き、大陸

法系のいわゆるシビル・ロー・システムに基礎を置いている。その伝統的な概念は、裁判所は、

法の創造を行うのではなく、法を解釈しこれを適用するということ、捜査、起訴及び公判の権

限が１人の裁判官に集中しており、その１人の裁判官により真実を探求することが刑事訴訟手

続きの重要な目的のひとつとされていること、書面主義的であることなどといえよう。 

なお、ラテンアメリカ諸国における糾問主義的訴訟構造は、いわゆるヨーロッパ大陸法系の

糾問主義的訴訟構造とは、相当に異なっていたことに注意する必要があろう。すなわち、ラテ

ンアメリカ諸国は、母法として、ローマ法、フランス法、スペイン法、ポルトガル法、ドイツ

法等を継受しており、極めて伝統的な糾問主義的訴訟構造を採用していた。上記ヨーロッパ諸

国では、19 世紀における自由主義的改革や、第２次世界大戦後の人権尊重思想の高まり等によ

り、伝統的な糾問主義的訴訟構造が再構成され、各国で様々な変化があった。にもかかわらず、

この間、ラテンアメリカ諸国では、糾問主義的訴訟構造の核となる部分を変えるような大規模

な改革は行われず、結局、その訴訟構造は、ヨーロッパ大陸における糾問主義とは相当に異な

るものになっていた。 

ラテンアメリカ諸国における糾問主義的訴訟構造は、各国ともにかなり共通していることか

ら、それを糾問主義的訴訟構造モデルとし、その特徴として以下の諸点を取り上げることとし

たい。 

 

                         
1
 本項は、特に、Mauricio Duce “Criminal Procedural Reform and The Ministerio Publico: Toward the Construction of a New 

Criminal Justice System in Latin America”, Christian Riego & Juan Enrique Vargas “Criminal Justice Reform In Latin 

America:Successes and Difficulties”等を基に記述した。同文献等では、ラテンアメリカ諸国における刑事司法制度改革に共通

して見受けられる特徴を論述しており、これを参考に、ここでは、各国個別の状況についての記述は必要 小限にとどめることと

し、ラテンアメリカ諸国を通じて行われている刑事司法制度改革について、俯瞰的に記述するよう努めた。 
2
 糾問主義という用語は、論者、文脈等により様々に使われているが、一般には、裁判官の職権により訴訟手続きが開始され、裁判

官が犯人と証拠・証人を捜査・尋問し裁判を行う手続きをいうとされている。 
3
 同様に、当事者主義を定義づけることもまた困難であるが、一般には、裁判所以外の第三者が訴えを提起し、対立する当事者同士

がそれぞれ自己に有利な法律上・事実上の主張及び証拠を出し合い、これに基づいて中立の第三者である裁判所が裁判を行う手続

きをいうとされている。 
4
 チリでは、改革は地域ごとに徐々に実施されており、国全体としての実施は 2004 年になる見込みである。 
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（２）裁判官の権限 

ラテンアメリカ諸国における糾問主義的訴訟構造モデルは、捜査官としての役割をも果たす

裁判官が中心的な役割を果たすことにより特徴づけられる。糾問主義的な訴訟手続きでは、裁

判官は、捜査、公判を通じて、訴追されている対象事実を設定し、それだけでなく、判決によ

り有罪か無罪かを決することをも担当しており、いわば、真実の探求を一手に引き受けていた。

一方で、検察官の役割は、捜査により得られた証拠を、被疑者・被告人に有利不利を問わずす

べて、一件記録として裁判所に提出し、公判においても、裁判官のあとに、２、３の補足質問

を行うという程度であって、極めて限られたものに過ぎず、弁護人もこれと同様であった。 

また、実務的にも、捜査を担当する裁判官（予審判事）と、公判・判決を担当する裁判官と

が分離されていないこと、合議体による裁判、陪審制、参審制による裁判は例外的なものであ

ったことも、裁判官への権限集中に拍車をかけていたといえる。 

 

（３）手続きの一般的特徴（書面主義、権限の委譲、起訴法定主義等） 

次に、書面主義も極めて特徴的である。刑事訴訟手続きのあらゆるプロセスが、証人尋問も

また書面として記録され、時系列順に綴られることにより、いわゆる一件記録（expendiente）

が構成されていった。ラテンアメリカ諸国における刑事訴訟手続きは、「一件記録になきものは、

この世になし」という格言に象徴されるように、手続きの書面化、一件記録の作成が重視され

ており、その主要な目的は、一件記録を作成することにあるといっても過言ではないほどであ

った。 

裁判官の権限の委譲も特徴的であるが、これは、書面主義と密接に関連していた。すなわち、

裁判官の権限が、書記官等のより下位の者に委譲される形で、書記官等が裁判官に代わり証人

尋問、被告人質問等を実施するという運用が幅広く行われていたが、これは、書面主義である

がゆえに、書記官等が行った尋問結果がすべて調書として記録化されることから、裁判官は、

のちに、これを読んで判決を下せばよい、ということにつながった。 

また、正式には、裁判官や検察官に対し、不起訴裁量を認める制度をとる国が少なく、訴追

権限を有する機関は、犯罪が成立し、かつ、これを立証するに足りる証拠がある場合には、起

訴しなければならないことになっていた。しかし実務上は、上記制度の背後において、事実上、

不起訴裁量が認められているのと同様の措置がとられており、そこに透明性や監督がないこと

が問題となっていた。 

過度な、かつ無差別的な公判前勾留（単に、被疑者・被告人の出頭確保という目的だけでな

く、被疑者の自白獲得のためや、無罪推定の原則が守られておらず、懲役刑判決をいわば先取

りするような意味での利用がされていた）が批判されており、全収容者に占める割合が、未決

勾留者の方が既決者よりも高いということもまた一般的であった。 

 

（４）刑事訴訟手続きの流れ 

刑事訴訟手続きについては、予審段階と公判段階に分けて考えるのが一般的である。 

上記のとおり、ラテンアメリカ諸国の糾問主義的訴訟構造モデルでは、裁判官（予審判事）

が捜査権限を有し、捜査により被疑者・被告人の訴追を支える証拠を蓄積していく。捜査は、

裁判官が職権で始めることもあれば、警察や裁判所に対する被害者等からの告発により始まる

こともある。 
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捜査権限を有するのは裁判官（予審判事）であるが、その指揮を受けて、具体的捜査を行う

のは警察である。警察は、捜査を行うごとにその結果を報告書にまとめ、これを一件記録に綴

っていく。予審段階において、裁判官（予審判事）が、予備起訴決定（Auto de Procesamiento, 

Preliminary Indictment）をなすと、この効果として、被疑者に対し有罪推定が働き、公判前

勾留がなされ、捜査の利益の下に様々な権利が制限されることになった。 

他方、検察官の権限は限定的であり、具体的には、裁判官（予審判事）に対し、被疑者が有

罪であることを支える証拠を収集するように求めるだけであって、この点の決定をなすのは裁

判官であった。 

捜査が終わると、裁判官（予審判事）又は検察官において、被疑者を釈放するか、正式な起

訴を行うかなどにつき決定を行い、正式起訴決定のあったものについては、公判段階に進むこ

とになる。 

多くの国々において、公判でも口頭審理はあまり行われず、むしろ、証人尋問等は書面に記

録され、これが一件記録に綴られることから、裁判官はこれを読んで判決を出すというのが一

般的であった（裁判官は、公判審理が始まる数日ないしは数週間前には一件記録を読むことが

できる）。また、口頭審理が行われたとしても、それは、裁判所の前で、当事者が証拠を出し合

い議論を戦わせあうという当事者主義的な公判審理ではなく、むしろ、捜査によって得られた

証拠を単に裁判所の面前に提出するというものに過ぎなかった。そして裁判官は、証人、専門

家証人、被告人等に対し、自ら積極的に尋問を行い、反対尋問はほとんど行われず、検察官、

弁護人等の関与は小さなものであった。 

 

（５）糾問主義的な文化 

上記のとおり、ラテンアメリカ諸国においては、長年にわたり、伝統的な糾問主義的訴訟構

造がとられていたが、これにより、糾問主義的な文化が根づいていることが指摘されている。 

 

 ３－１－３ 刑事司法制度改革の背景、目的 

刑事司法制度改革の背景、目的は、以下に述べる様々な要因が複雑に絡まりあって、刑事司法制

度改革、すなわち、糾問主義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造への移行がなされたものと考え

られている。 

改革のモーティブとしては、国内部からのものと、国外部からのドナーによるものとに分けられ

る。前者は、刑事司法制度改革は、民主化プロセス、人権保障改革、国家的社会経済発展政策とい

ったより高位の改革の一環として行われたものと位置づけられるほか、司法制度に対する信頼性の

低さ及び糾問主義的訴訟構造の欠点を解消するためという刑事司法制度に対する批判もまた、モー

ティブとなっている。他方、後者は、ガバナンスの強化、これに基づく経済発展の支援という目的

から支援が行われており、国別では、アメリカ、ドイツ、カナダ、スペイン、スウェーデン、日本

等、国際機関としては、欧州連合、米州開発銀行、世界銀行、国際連合等による支援があげられる。 

民主化プロセスのひとつという位置づけについて、ラテンアメリカ諸国の多くは、長期間にわた

る内戦や軍事独裁政権を経験しており、その終結後は、法の支配、民主主義の強化が行われてきた。

そのためには、国家機関の再構築、司法制度の安定が不可欠であり、刑事司法制度改革は、その一

環と位置づけられる。 

次に、上記のとおりラテンアメリカ諸国においては、独裁政権による統治下において人権侵害が
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激しく、民主化プロセスにおいては、この点の解決が急務であり、過去の人権侵害事例を捜査・起

訴し、これを処罰するには、刑事司法制度を整備することが も中心的な課題のひとつであった。

また、ラテンアメリカ諸国が、人権に関する国際的な条約に加入する動き、例えば、アメリカ人権

条約（The American Convention on Human Rights）に署名し、米州人権裁判所（Inter-American Court 

on Human Rights）に各国の個別の人権侵害事件について管轄権を与えたことなどとも関連しており、

これにより、各国ともに、国際的な人権基準の遵守が更に求められるようになっている。 

加えて、社会・経済の発展・促進、国家としての近代化のためには、そのインフラストラクチャ

ー、前提条件として、司法制度改革、例えば、確実性、透明性が期待できる司法を確立することが

重要であり、今般の司法制度改革の流れは、この文脈からも理解することができる。 

さらに、この刑事司法制度改革が、司法制度に対する信頼性の低さに起因することはいうまでも

ない。他の先進諸国では、司法制度を信頼していると答えている者の比率が 50 ないし 60％以上で

あるにもかかわらず、ラテンアメリカ諸国では、総じて 30％以下にとどまっているとの調査結果も

あるほどである。また、糾問主義的制度は、極めて官僚的かつ非効率的な手続きや、汚職の温床と

なっていることなどについて批判を受けてきた。加えて、犯罪率が増加している国が多く、刑事司

法制度のキャパシティーが十分ではないとの認識があるため、犯罪抑止に効果的な刑事司法制度の

確立という文脈から刑事司法制度改革がとらえられている。 

 

 ３－１－４ 当事者主義的訴訟構造モデルにおける刑事訴訟手続き 

（１）裁判官に集中していた権限の分掌 

国別概要は別項に譲ることとし、ここでは、ラテンアメリカ諸国における当事者主義的訴訟

構造モデルにおける刑事訴訟手続きを概観する5。 

やはり、当事者主義への移行による も中心的な特徴は、捜査、訴追、公判の権限すべてを

有していた裁判官から、捜査の権限を奪い、これを検察官が担当することとしたことであろう。

これにより、検察官が捜査に責任をもち、警察官に対する指揮権を有するようになった。裁判

官は、捜査段階においては治安判事（Judge of Guarantee, Judge of Peace）として、捜査の

監督、公判前勾留の決定、令状発付等のみを担当することとなり、公判は、捜査とは異なる裁

判官か、たとえ同じであったとしても複数の裁判官による合議体が担当することとなった。 

 

（２）導入された新制度の特徴（口頭主義の導入、起訴便宜主義の導入） 

口頭主義の導入は、ラテンアメリカ諸国における糾問主義的訴訟構造のバックボーンとなっ

ている書面主義を廃すという意味で、極めて象徴的な意義を有する。口頭審理とは、以前のよ

うに、裁判所が捜査において得られた証拠書類が含まれた一件記録を精査し、判決に至るとい

うものではなく、当事者双方が審理に出席し、口頭により議論や証拠を戦わせ、そのあとに裁

判所が判決に至るというものである。判決を含め、重要な決定は、裁判所が一件記録を読んだ

だけで行うのではなく、口頭審理を経て行われるのである。もちろん、口頭主義は、書面とい

う要素や一件記録が完全になくなることを意味するわけではない。 

また、起訴法定主義が基本にあるものの、一部に起訴便宜主義が導入されたため、裁判官又

は検察官は、犯罪軽微、被告人の関与小の場合等には、起訴しないという決定を出せることが

                         
5
 前述のとおり、以下に記載した部分は、あくまで、当事者主義的訴訟構造モデルについて、理念として見られる特徴を記したに過

ぎず、特定の 1 か国を念頭に置いたものではないことに留意願いたい。 
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正式に認められた。これにより、公判にまで進む事件を減らし、事件処理の効率性を高めるこ

とができるうえ、不起訴処分決定に対する透明性を確保し、汚職の防止に資する効果が期待で

きる。 

 

（３）刑事訴訟手続きの流れ 

改革後の刑事訴訟手続きについては、捜査段階、予備手続き段階、公判段階に分けて考える

のが分かりやすい。 

捜査段階について、その開始方法等は改革前と類似しているが、それまで裁判官（予審判事）

が有していた捜査権が、基本的に、検察官に委譲され、検察官が捜査に責任をもち、警察捜査

に対する指揮権を得ている。 

そして、捜査段階では、裁判官の審理を経たうえでなされる、検察官による予備起訴

（preliminary charge）が義務づけられていることが多い。予備起訴の目的は、被疑者に対し、

捜査の対象となっていること、その理由等を知らせることであるが、旧制度における予備基礎

決定とは異なり、予備起訴により自動的に被疑者の権利が制限されるわけではなく、公判前勾

留のためには、その旨の裁判官の決定が必要である。 

捜査が終結すると、検察官は、被疑者を起訴するか釈放するかを検討し、起訴した場合には、

第２段階である予備手続き段階が始まることになる。この段階の目的は、公判事件につきその

準備を行うことであり、具体的活動としては、両当事者が出席し、１人の裁判官により主宰さ

れる審理が開かれ、当事者は、その主張を説明し、公判提出証拠をあらかじめ決めることであ

る。多くの国々では、裁判官は、起訴に十分な捜査がなされておらず、証拠が揃っていないと

判断したときは、起訴を認めずに事件を不処分とする権限を有しているが、起訴を認めた場合

には、争点を設定し、証拠を決める役割を果たす6。 

公判は、口頭審理によって行われ、裁判官が検察官、弁護人からの主張を聞き、当事者双方

が、証人尋問等を行うなど、証拠を出し合い、判決を出すという当事者主義的な手続きとなっ

ている。証人尋問においては、当事者双方がまず、主尋問、反対尋問を行い、そのあと、裁判

官が補充的に尋問を行うのが当事者主義的であるが、実務において完全に実現しているわけで

はない。 

 

 ３－１－５ 改革後の刑事訴訟制度における主要な問題点7 

ラテンアメリカ諸国において、改革後の刑事訴訟制度における主要な問題点として見受けられる

ところを、概括的に述べることとしたい。 

まずは、改革により、糾問主義的手続きから当事者主義的手続きに移行し、裁判官の捜査権限が

検察官に移され、それに伴い、裁判官、検察官、弁護人、警察官の役割、各当事者間の関係が大き

く変容したのに、各当事者ともに、従来有していた権限、仕事のやり方をそのまま繰り返してしま

い、新たに果たすべき役割に対応できていないことである。 

                         
6
 旧制度においては、捜査により得られた証拠は一件記録に綴られ、これを用いて判決がなされていたが、当事者主義的制度におい

ては、弁護人に証拠能力を争う機会を与え、そのうえで、裁判所が証拠としての許否を判断する。検察官とはいえ一当事者である

以上、当然のことであろう。 
7
 本項は、Christian Riego & Juan Enrique Vargas “Criminal Jusitce Reform In Latin America:Successes and Difficutlies”13

頁以下による。同文献は、アルゼンチン・コルドバ州、コスタリカ、チリ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、パラグア

イを調査対象としている。 
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とりわけ、検察庁は、その権限が飛躍的に拡大したのに、各国ともに、それに対応するだけの人

員、能力、キャパシティーを有していないという点に問題がある。他方、当事者主義的訴訟構造と

なり、論理的には、検察官と対等の立場に立つべき弁護人についても、検察官が請求する証拠に対

しこれを争うだけの十分な能力がなく、事件数に比して、人員が足りないために、１件ずつに時間

をかけられないなどという問題を有している。 

また、口頭審理導入による手続きの非効率性、裁判の遅れ等が、問題点として明らかになってい

る8。口頭審理を担当する裁判官の数を増やす、公判前代替措置等を利用し、公判に進む事件数を減

らすなどの工夫も図られているが、さほど芳しい結果は得られていない国も多いようである。この

原因としては、口頭審理が導入されたにもかかわらず、いまだにケースマネージメントのシステム

が書面審理を前提としたものであること、そのシステムが過度に形式主義的であるため、非効率的

になっていること、裁判官ごとに、口頭審理を開くかどうか、その進め方等にばらつきがあること

などが指摘されている。例えば、口頭審理がいつ開かれるかを管理する期日表等がないため、これ

を外部の人間が正確に知ることは極めて困難であるうえ、開廷時刻の正確性はもとより、開廷され

るかどうかさえ担保されていないこと、これにより、当事者は開廷時刻等を守らないという悪循環

が生じるなどという問題も散見されるようである。 

結局のところ、各国ともに、様々な角度から積極的に改革を進めており、これにより、刑事司法

制度のみならず、司法全般に対し、多大な影響、革新をもたらしたものといえるが、その半面、具

体的な実施にあたっては、意図された変化は部分的にしか実現されていないといわざるを得ない面

がある。 

 

３－２ 国別概要 

 ３－２－１ アルゼンチン共和国 

（１）一般事情 

アルゼンチンは、約 278 万 2,000 ㎞ 2（日本の約 7.4 倍）というラテンアメリカ諸国で２番

目に広い国土を有している。また、人口は、3,626 万人（2001 年）であるが、大半は、スペイ

ン、イタリア等ヨーロッパ系の移民の子孫であり、先住民や他の地域からの移住者はごくわず

かである。 

1816 年にスペインの統治から独立したのち、ブエノスアイレス州を中心とする中央集権派

と地方州から成る連邦派との対立が続いたが、1853 年の憲法制定、1880 年のブエノスアイレ

ス市への連邦首都設置により、現在の国家体制が確立した。19 世紀後半から 20 世紀にかけて

は、ヨーロッパから大量の資本と移民が流入し、農牧産業を中心に急速な発展を遂げ、世界で

も有数の裕福な国家となったこともあった。 

近は、1990 年代後半のアジア経済危機をきっかけに、輸出の減少、公的債務の増大、失

業率の増加などの問題が深刻化し、2002 年には為替の自由化からの経済危機より、アルゼン

チンの社会は深刻な打撃を受けており、国民の 40％が貧困層にあるといわれている。また、

１人当たり国民総所得（GNI）は、2001 年の 6,940 ドルから 2002 年の 4,060 ドル（世界銀行）

に大きく下落し、ブエノスアイレス首都圏を中心にスラムが拡大するなど、経済危機の影響は

根深いものがあり、一般犯罪の増加と治安の悪化は深刻な社会問題となってきている。例えば、

                         
8
 もっとも、後述のとおり、例えばエルサルバドル共和国では、捜査段階、中間手続き段階、公判段階ごとの期間制限、公判前勾留

期間制限を設けたことなどにより、裁判の遅れの解消が図られている。 
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窃盗、強盗などの犯罪が増えているのに加え、 近は身代金目的の誘拐が頻発し、調査団の滞

在中もマスコミで大きく取り上げられていた。 

 

一般事情 

1.面積 2,782 千 km2（我が国の約 7.5 倍） 

2.人口 3,626 万人（01 年国勢調査） 

3.首都 ブエノスアイレス（Buenos Aires） 

4.人種 欧州系（スペイン、イタリア）97％、インディヘナ系 3％ 

5.言語 スペイン語 

6.宗教 カトリック 

7.略史 1816 年 独立 

1946 年 ペロン政権の成立 

1973 年 軍部介入など変遷のあと、再度ペロン大統領が就任

1976 年 クーデターにより軍事政権成立 

1982年 4～6月 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争 

1983 年 12 月 アルフォンシン大統領就任（民政移管） 

1989 年 7 月 メネム大統領就任 

1995 年 7 月 メネム大統領再度就任 

1999 年 12 月 デ・ラ・ルア大統領就任 

2002 年 1 月 ドゥアルデ大統領就任 

2003 年 5 月 キルチネル大統領就任 
 

政治体制・内政 

1.政体 立憲共和制 

2.元首 大統領（ネストル・キルチネル） 

3.議会 二院制（上院 72 議席、下院 257 議席） 

4.政府 （1）首相名 アルベルト・フェルナンデス 

（2）外相名 ラファエル・ビエルサ 

5.内政  1983 年のアルフォンシン政権（急進党）成立により軍政から民政

へ移管。しかし、同政権は経済運営に失敗、社会的混乱を招く。89

年より 2 期、99 年までにわたるメネム政権（ペロン党）では、自由

開放経済政策を推進。特に、91 年 4 月の兌換法導入によりハイパー

インフレは収束。しかしメネム政権末期の放漫財政により、財政赤

字、対外借入れが急増。99 年 12 月に発足したデラルア政権（急速）

は、2001 年 11 月の経済・金融危機に端を発した社会騒擾により任期

半ばで辞任（同年 12 月）。このあと、ロドリゲス・サア、ドゥアル

デ暫定政権を経て、03 年 4 月、繰り上げ実施された大統領選挙の結

果、同年 5月、キルチネル政権（ペロン党）が発足。失業、貧困問

題に取り組みつつ、IMF との合意に基づく経済再建と 1,884 億ドルも

の債務問題解決が重要課題。 
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外交・国防 

1.外交基本方針 （原則） 

 民主主義及び社会正義の下で、政治的に安定かつ繁栄し、統合さ

れたラテンアメリカの構築。特にメルコスールの戦略的同盟の強化。

 米国、EU 等との成熟した関係の形成。 

 国際機関の場での平和促進活動及びコンセンサスづくり。 

 国際通商への参入（市場開放、輸出産品の多様化、輸出先の多角

化）。 

 フォークランド（マルビーナス）諸島の領有権の継続的主張。 

2.軍事力 （1）予算 3,100 百万ペソ（00 年） 

（2）兵役 ボランティア制（94 年 12 月に徴兵制度廃止） 

（3）兵力 陸軍 41,000 人、海軍 16,000 人、空軍 13,000 人（01 年）
 

経済（単位 米ドル） 

1.主要産業 農牧業 （食肉、小麦、穀物、羊毛、皮革）

工業 （自動車、機械） 
 

2.GNI 1,514 億ドル（02 年、世界銀行） 

3.一人当たり GNI 4,060 ドル（02 年、世界銀行） 

4.経済成長率 8.1％（97 年）、3.9％（98 年）、-3.4％（99 年）、－0.5％（00 年）

-3.7％（01 年）、-10.9％（02 年）、8.7％（03 年） 

（アルゼンチン経済省） 

5.物価上昇率 25.9％（02 年）、13.5％（03 年）（アルゼンチン国家統計局） 

6.失業率 17.8％（02 年）、14.5％（03 年 10 月）（アルゼンチン国家統計局）

7.総貿易額 （03 年推定、アルゼンチン国家統計局） 

（1）輸出 294 億ドル 

（2）輸入 138 億ドル 

8.主要貿易品目 （1）輸出 農畜産物加工品、穀物、燃料、エネルギー 

（2）輸入 機械、化学製品、輸送機器、プラスチック・ゴム 

9.主要貿易相手国（02 年） （1）輸出 ブラジル、チリ、米国、スペイン 

（2）輸入 ブラジル、米国、ドイツ、スペイン 

10.通貨 ペソ 

11.為替レート 1 米ドル≒2.9 ペソ（変動相場制、04 年 1 月現在） 

12.公的債務 1,884 億ドル（03 年） 
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13.経済概要  メネム政権時代（1989－99）には、兌換制（1ドル＝1 ペソの固定

相場、通貨供給量を外貨準備高に応じて制限）の下で、自由開放経

済政策、民営化・規制緩和政策を促進。この結果、投資の増加が著

しく、メキシコ金融危機の影響を受けた 95 年を除き、90 年代には高

い経済成長率。しかし、99 年 1 月のブラジル金融危機の影響もあり、

次第に景気が低迷し、デラルア政権時代の 2001 年後半には金融不安

が金融危機や全般的な経済危機に転化し、預金引出制限措置を契機

とする社会的騒擾のなかでデラルア政権が途中退陣。これを受けて、

続く政権は対外債務のモラトリアム、兌換制の放棄（自由変動相場

制への移行）を行い、IMF との交渉を行ったが難航し、2003 年 1 月

にようやく暫定合意に達したが、本格的な交渉は次期政権に委ねら

れた。2003 年 5 月に成立したキルチネル現政権は、同じペロン党で

あったメネム時代の政策を否定し、社会政策の重視を表明。2003 年

9 月には IMF との合意に達したが、債務問題はまだ重くのしかかって

いる。 

経済協力 

1.我が国の援助実績 （1）有償資金協力（02 年度まで、EN ベース）118.31 億円 

（2）無償資金協力（02 年度まで、EN ベース）57.14 億円 

（3）技術協力実績（02 年度まで、JICA ベース）394.43 億円 

2.主要援助国（02 年） （1）独（13.1 百万ドル）（2）日本（12.9 百万ドル）（3）仏（11.7

百万ドル） 

（外務省ホームページより） 

 

（２）刑事司法制度改革の概要及び現状 

１）まず、アルゼンチンについては、上記のとおり連邦制国家であり、国の司法権は、連邦の

司法制度、州の司法制度が並存していることに注意しなければならない9。以下は、基本的

に、連邦制度における刑事司法制度について述べることとする。 

２）連邦の刑事司法制度は、他のラテンアメリカ諸国と比較して、1991 年ないし 1994 年とい

う早い時期に改革がスタートしている。連邦における刑事司法制度の特徴は、糾問主義的訴

訟構造と当事者主義的訴訟構造とがミックスされたものであるという点にあるとされる。 

３）司法省刑事政策庁との面談結果等によれば、この直接のきっかけは、母法であるスペイン

法ないしヨーロッパ大陸法に基づいていた刑事訴訟制度と、アメリカ合衆国憲法等のアメリ

カ法を範とする憲法との矛盾をなくすよう検討が進められ、1994 年に、憲法、刑事訴訟法

等の改正による刑事司法制度改革に至った模様である。改革前においては、捜査段階、公判

段階を通じ、ほとんどの手続きが書面によりなされる、書面主義による糾問主義的訴訟構造

であった。このような書面主義、糾問主義的訴訟構造は、上記のとおりの憲法との矛盾のほ

か、①指導判事（Instruction Judge）が捜査指揮を担当していたため、捜査に介入し過ぎ

る傾向があり、極端な例も散見された（汚職、縁故主義等の存在を暗に示唆するものと思わ

れる）、②書面審理が重視されていたため、口頭審理が行われず、裁判官がその面前に被告

人を見ることなく、判決に至るという事案もあった、③口頭審理が開かれる必要がなかった

ことから、事件記録が漫然と積み重ねられていき、裁判の長期化を招いた、④ひいては、未

決勾留の期間が長期化してしまっていたなどの問題点が指摘されていた。かかる諸点は、上

                         
9
 世界銀行のある調査によれば、一般的には、連邦の司法制度と各州の司法制度は似通っているとの指摘もある。 



－17－ 

記のとおり、ラテンアメリカ諸国の糾問主義的訴訟構造モデルにおいて、典型的に見られる

問題点である。 

４）刑事司法制度改革のポイントは、次のとおりである。 

① まず、捜査段階（Preliminary Investigation）では、捜査書類、供述調書等の作成を

主とする、書面主義のままではあるものの、捜査を指揮する権限を、指導判事ではなく、

検察官が行う余地をつくり出したことである。具体的には、現行犯事件、被疑者不明の事

件は、指導判事ではなく検察官が捜査を指揮する、これら以外の事件、すなわちほとんど

の事件では、指導判事が捜査を指揮するのが原則であるものの、指導判事が検察官に捜査

指揮を委任することが可能である。この意味で、指導判事と検察官の捜査指揮権が並存す

ることが考えられる。ただし、憲法に関係し得る捜査（例えば、盗聴、家宅捜索、予防拘

禁措置等）については、指導判事が検察官に捜査指揮権を委ねることができず、自らが行

わなければならないなどの制度となった。 

② また、公判段階では、長期３年以上の罪である重罪について、口頭審理を導入したこと

である。口頭審理は、３人の裁判官の合議制により審理されている。口頭審理手続きにつ

いては、口頭審理開始当初に、まず、裁判所の指示により証拠を提出するという、糾問主

義的訴訟構造に親和的な手続きが見られる半面、捜査段階に得られた供述録取書は、当事

者双方の同意がなければ証拠として採用されないという当事者主義的制限も見られる。 

 

（３）所感（我が国の支援のあり方） 

１）今般のアルゼンチン刑事司法制度改革は、それまでの、ほぼ書面審理に頼りつつ予審から

公判までを同一の裁判官が行う刑事司法手続きから脱却し、捜査段階においては指導判事の

みならず検察官が捜査指揮を行う余地をつくり出すとともに、公判段階には口頭審理を導入

し、被告人、弁護人を含め、各訴訟当事者が参加する公判期日が開かれるようになるなど、

糾問主義的訴訟構造と当事者主義的訴訟構造とのミックス・システムとなった。それにより、

刑事訴訟手続きの透明性は飛躍的に高まったものと評することができ、汚職防止にも資する

ものと考えられる。この点については、国家弁護庁による異論（裁判官による汚職が検察官

による汚職に変化するに過ぎないとする意見）がみられるものの、基本的に、現地司法関係

者の評価も高い。 

２）しかしながら、改革後も、捜査段階においては、指導判事による捜査指揮権限があり、検

察官の捜査指揮権限はこれを委任されたに過ぎないものであること、公判段階においても、

口頭審理が行われているとはいえ、訴訟の様子を見る限り糾問的な色彩が強いことなど、当

事者主義の導入に関しては、調査実施前の予想に比較してあまり進展してないといわざるを

得ない現状であった。改革後の制度は糾問主義的訴訟構造と当事者主義的訴訟構造のミック

スであるとされているが、公判廷においては裁判官が主体的に訴訟運営を行い、ほとんどの

質問を自ら行うなど、検察官、弁護人という当事者が主体となるべき当事者主義的訴訟運営

からは程遠いものであった。日本の司法関係者にとっては、刑事訴訟手続き全体としてはい

まだ糾問主義に依拠するが、捜査段階に少々当事者主義的制度を取り入れるとともに公判段

階に口頭主義を取り入れたものと考えると理解しやすいのではないかと思われる。 

３）改革後の問題点としては、現地司法関係者から様々な指摘があるが、本研修との関係では、

訴訟当事者、すなわち指導判事を含む裁判官、検察官、弁護人、警察官等の役割が、糾問主
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義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造への変化に伴い大幅に変化したにもかかわらずそ

の理解が不十分であること、これに関連して、各当事者間の関係、連携、とりわけ裁判官（指

導判事）と警察官との関係、検察官と警察官との関係等についての理解を深める必要がある

こと、当事者主義の進展に伴い、経済的弱者に対する公的弁護制度を整える必要があるがそ

れが不十分であること等が重要と思われる。 

４）そのうち、各当事者の役割、関係の変化に関する理解の不十分さについては、新制度構築

後の実施に係る問題点であるから、その理解を促す研修を行うのが も適切な対処方法であ

る。訪問した各司法関係機関とも、この点について教育、研修等が不足しているという認識

を有しており、この分野の協力を歓迎するとの意見が多い。また、伝統的なヨーロッパ法や

米国の司法制度、法律については情報がある一方で、あまり情報のない我が国の刑事司法制

度に対する関心も高く、訪問した関連機関からは、我が国の刑事司法制度改革、例えば、導

入が決定されたばかりの裁判員制度の概要に対するものなど数多くの質問がなされたほか、

我が国の治安の良さ、司法関係機関への信頼感の高さが注目を集めていた。加えて、終戦後、

それまで糾問主義的訴訟構造にあった刑事司法制度に、新憲法、刑事訴訟法改正等によって

当事者主義的訴訟構造を導入したという我が国の経験を踏まえた講義等を本研修において

実施できれば、アルゼンチンの現状にとって極めて有益であると考える。アルゼンチンを「コ

スタリカ第三国研修」の割当国の１つとする必要性、妥当性は高いと判断された。 

５）今後注目される動きとしては、陪審制導入、当事者主義の強化等がある。いずれも連邦議

会に議案が提出されている模様である。陪審制については 1853 年憲法にも規定があり、1994

年憲法にも規定されているうえ、コルドバ州では既に実施されていることにかんがみると、

実現に向けた下地は整っているといえる。これが実現された場合には、特に公判段階におけ

る訴訟手続きは、より当事者主義的に変容する可能性がある。当事者主義の強化については、

司法省、国家検察庁は進めようとしているが、権限を奪われることになる裁判所、権限に大

きな不均衡を生じることになる国家弁護庁の根強い抵抗も考えられるところであり、その帰

すうは予測し難い10。 

 

 ３－２－２ エルサルバドル共和国 

（１） 一般事情 

エルサルバドル（Republic of El Salvador）は、北から東にかけてをホンジュラスに、北

から西にかけてをグアテマラと接しており、中米では唯一カリブ海への出口をもたない国であ

る。面積約２万 1,000 ㎞ 2（四国よりもひと回り大きい）で、ベリーズよりも小さく、中米の

国々のなかでは一番の小国ということになるが、人口は約 664 万人（2003 年）と、人口密度

は 300 人／㎞ 2を超えて際立って高く、また 200 万人を超える人々が米国に移住していると推

計される。人種的には先住民と白人、及びその混血の人々から成り立っている。気候的には雨

期と乾期のはっきりした熱帯に属するが、農業開発等により、他の中米諸国で見られるような

熱帯の原生林はほとんど存在していない。我が国と同じく多くの火山を擁する火山国・地震国

でもある。 

1821 年にスペインから独立したのち、23 年にはグアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、

コスタリカと中米連合を結成するものの、41 年には分離独立した。独立後はグアテマラ、ホ

                         
10
 コルドバ州では、1998 年に、更に当事者主義的傾向を強める改革が行われている。 
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ンジュラスとの領土紛争等により政治・経済は安定しなかったが、1860 年代の後半からコー

ヒー栽培が盛んとなり、20 世紀初めにかけて、「14 家族」と呼ばれる寡頭支配層による政治・

経済の独占が形成されていく。1929 年の世界恐慌とそれに引き続くコーヒーの国際価格の暴

落をきっかけに、エルサルバドルは経済的な混乱に陥り、30 年代にかけて、ニカラグアのサ

ンディーノと並んで、中米を代表する左翼指導者とされるファラブンド・マルティらによる労

働者運動も起こるが、やがて軍と寡頭支配層により弾圧された。1962 年には国民協和党政権

が誕生し、エルサルバドルの経済は同党が支援する軍による保守政権下で繊維をはじめとする

軽工業を中心に発展を遂げ、中米でも有数の工業国となった。一方で労働者や農民の困窮は厳

しさを増していくとともにゲリラ活動による反政府運動が活発化し、80 年代にはファラブン

ド・マルティ民族解放戦線（FMLN）が結成され、内戦が深刻化していく。80 年代末からは内

戦終結のための努力が重ねられ、92 年１月、ようやく和平合意文書が調印され国家再建の努

力が続けられてきているが、98 年のハリケーン・ミッチ、2001 年の大地震等の被害の影響も

あり、その道は容易なものではない。まじめで勤勉な国民性はよく知られており、内戦の影響

にもかかわらず、１人当たり GNI は 2,040 ドル（2001 年、世界銀行）と中米諸国のなかでは

上位に位置しており、コーヒー、砂糖などの農産品、軽工業製品のほか、養殖エビなどの水産

物も輸出している。また在米のエルサルバドル人から国内の家族への送金は年間約 20 億ドル

と推計され、同国の貿易赤字を相殺できる規模に達している。近年、マラス（Maras）と呼ば

れる青少年のギャンググループによる殺人・強盗などが多発しており、今後の社会・経済発展

のために治安の改善は避けて通れない問題となっている。 

 

一般事情 

1.面積 21,040km2（九州の約半分） 

2.人口 664.2 万人（2003 年経済省統計局） 

3.首都 サンサルバドル 

4.人種 スペイン系白人と原住民の混血 84％、原住民 5.6％、白人 10％、その他

0.4％ 

5.言語 スペイン語 

6.宗教 伝統的にカトリック 

7.略史 1525 年 スペイン人がサンサルバドル市を建設そのあと、グアテマ

ラ総督領に編入 

1821 年 独立宣言 

1823 年 中米諸州連合結成 

1841 年 同連合から分離独立 

1962 年 国民協議党政権成立 

1979 年 クーデターにより革命評議会発足、経済社会改革を推進 

1992 年 政府とゲリラの間で和平合意調印、内戦終結 

1994 年 内戦後初の大統領選挙 

2001 年 1 月及び 2 月に大地震が発生、死者 1,259 名、被災者 1,613

名 
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政治体制・内政 

1.政体 共和制 

2.元首 エリアス・アントニオ・サカ・ゴンサレス大統領（04 年 6 月－09 年 5

月、任期 5年、連続再選禁止） 

3.議会 一院制、議員定数 84 名、任期 3 年 

4.政府 （1）首相名 首相職なし 

（2）外相名 フランシスコ・ライネス・リバス 

5.内政 • 1979年 7月のニカラグア革命が成立すると同国の左翼ゲリラ活

動が一層活発化、10 月には腐敗で名高いロメロ政権がクーデタ

ーで倒され、革命評議会が成立。農地改革、銀行国有化、経済

社会改革を推進。 

• 80 年 10 月極左ゲリラ 5グループがファラブンド・マルティ民

族解放戦線（FMLN）を結成して大同団結。10 年以上に及ぶ内戦

による戦死者約 7.5 万人。 

• 82 年 3 月の制憲議会選挙以降民主化プロセスは漸進。 

• 89 年 3 月、大統領選挙で国民共和同盟（ARENA）が勝利。 

• 90 年 4 月、政府とゲリラ間の和平対話再開。 

• 92 年 1 月、和平合意調印。 

• 92 年 12 月、和平合意第一段階終了記念行事（停戦プロセス終

了）。 

• 94 年 4 月、大統領選挙で国民共和同盟（ARENA）のカルデロン

候補が当選、6 月 1 日就任。 

• 国連エルサルバドル監視団（ONUSAL）91 年 7 月－95 年 4 月、和

平合意完遂のための国連ミッション（MINUSAL）95 年 5 月－96

年 4 月。  

• 96 年 12 月、国連ミッション（ONUV）が終了し、すべての監視

団が引き上げる。  

• 99 年 6 月、ARENA のフローレス大統領が就任  

• 00 年 3 月、国会議員選挙で FMLN が 31 議席を獲得して、史上初

めて第一党に躍進。 

• 02 年 3 月、FMLN が内部分裂により議席を減らし、第一党の座を

与党 ARENA に譲る。  

• 03 年 3 月、国会議員選挙にて FMLN が 31 議席を獲得し、政権党

ARENA の 27 議席を抜いて第一党になった。  

• 04 年 6 月、ARENA のサカ大統領が就任  

外交・国防 

1.外交基本方針  基本政策は中米諸国との連帯強化をめざす中米重点主義、中米統合機

構（SICA）を通した統合の促進に積極的。ラテンアメリカ諸国との協調。

米国との関係が深い。台湾と外交関係あり。中国及びキューバと国交な

し。 

2.軍事力 （1）予算 963 百万コロン（1.1 億米ドル）（2002 年） 

（2）兵役 志願兵のみ 

（3）兵力 24,600 人（陸軍 22,300 人、海軍 700 人、空軍 1,600 人）



－21－ 

 
経済 

1.主要産業 マキラ（保税、加工）による軽工業（繊維）、農業（コーヒー、砂糖）

2.GDP 14,996 百万ドル（03 年中銀） 

3.１人当たり GDP 2,258 ドル（03 年中銀） 

4.経済成長率 1.8％（01 年）、2.1％（02 年）、2.0％（03 年）（中銀） 

5.物価上昇率 1.4％（01 年）、2.8％（02 年）、2.5％（03 年）（中銀） 

6.失業率 6.9％（01 年）、6.2％（02 年）、6.9％（03 年）（中銀） 

7.総貿易額 （1）輸出 3,136 百万ドル（03 年）対前年比 4.8％増 

（2）輸入 5,763 百万ドル（03 年）対前年比 11％増 
 

8.主要貿易品目 （1）輸出 繊維製品、コーヒー、砂糖、エビ 

（2）輸入 石油、電気機器、自動車 

9.主要貿易相手国 （1）輸出 米国、中米諸国、ドイツ 

（2）輸入 米国、中米諸国、ドイツ 

10.通貨 ドル及びコロン（01 年 1 月よりドル化） 

11.為替レート 1 米ドル＝8.75 コロン（01 年 1 月より）で固定 

12.対外債務 3,973 百万ドル（03 年）（中銀） 

13.経済概況  クリスティアーニ政権において進められた経済自由化政策、国家復興

計画により、内戦が終了した 92 年以降、建設・サービス業を中心に 4～5％

の経済成長率を達成。カルデロン政権（94～99 年）も、クスティアーニ

政権の経済政策を踏襲し、95 年まで 6％以上の成長率を達成するが、メ

キシコ経済の停滞、消費税率の引き上げ、内戦後復興需要の停滞などの

要因から景気が後退し、96 年の成長率は 1.8％まで落ち込んだ。98 年に

は、ハリケーン・ミッチにより、農業セクターが大きな被害を受けた。

99 年 6 月に発足したフローレス政権は、基本的に前政権までの経済政策

を引き継ぎ、「雇用の創出」を政策の軸に貧困の改善に積極的に取り組

む姿勢を見せた。しかしながら、マキラ産業の成長等によりコーヒー産

業への依存は年々改善されつつあるが、基本的には不安定な中小企業の

繊維縫製加工業への過度の依存というモノカルチャーに近い体質から脱

却し得ておらず、新たな産業の育成が急務となっている。年間 21 億ドル

にのぼる米国在住労働者からの家族送金が貿易赤字を相殺している状況

に変化はなく、家族送金への依存が産業構造改善意識を鈍らせていると

もいえる。 

経済協力 

1.我が国の援助実績 

（単位：億円） 

（1）有償資金協力（02 年度まで、EN ベース）465.02 

（2）無償資金協力（02 年度まで、EN ベース）284.01 

（3）技術協力実績（02 年度まで、JICA 経費実績ベース）97.52 

2.主要援助国 （1）日本 （2）米国 （3）スペイン（01 年） 

（外務省ホームページより） 

 

（２）刑事司法制度改革の概要及び現状 

１）刑事司法制度改革は、1998 年４月から新たに実施された。このポイントは、書面主義、

糾問主義的な訴訟手続きから口頭主義的かつ当事者主義的な訴訟手続きに移行したことで
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ある。捜査は、国家検察庁に所属する検察官がこれを行い、国家警察はそれを補佐して捜査

を行う機関となった。 

２）刑事訴訟手続きは、３段階に分けてとらえることができる。すなわち、①捜査段階、②予

備手続き段階（Preliminary Stage, Preparacion del Juicio Oral or Etapa Intermedia）、

③公判段階である。 

３）捜査段階においては、検察官は、基本的に、捜査、警察に対する捜査指示を担当すること

になった。検察官は、捜査を遂行するものの、告訴、告発、警察からの報告等により、事件

の送致を受けると、治安判事（Judge of Peace）に対しその決定を求め、捜査（Preliminary 

Investigation）を継続して行う、告訴、告発等につき却下する、不起訴とするなどにつき、

治安判事の許可を得たうえで、それを行う。したがって、検察官には、手続き進行自体をコ

ントロールする権限は与えられていないことになる。治安判事は、被疑者が拘禁されている

か否かにより、３日又は５日以内に初回審問（Initial Hearing）を開かなければならない。

ここには、弁護人も含め、当事者を出頭させ、これまでに得られている証拠を集めて、捜査

続行を許可するかどうかなどを判断することになる。 

４）予備手続き段階においては、指導判事（Judge of Instruction）は予備審問を開く。予備

審問には、指導判事はもとより、検察官、被告人、弁護人が出廷する（被害者がいる犯罪で

は、被害者も出席することがある11）。予備審問では、指導判事は当事者から出された問題を

解決しなければならず12、そのうえで、予備審問の結果、証拠が揃っていると判断した場合

には、公判段階に進む決定をなすことになる。一方、証拠が揃っていないと判断する場合、

事件を却下することになるが、そのような場合でも、捜査の更なる続行、その捜査方法等を

検察官に指示することができる。予備手続き段階は、治安判事による捜査開始決定から６か

月以内に終結されなければならない。 

また、指導判事は、損害賠償を伴う刑事和解、起訴猶予の許可、民事上成立した和解の認

可等により、事件を却下するなど、正式裁判を避けるための代替的措置をとることができる。

これにより、公判段階に進む事件数を大幅に減らすことが可能になっている。 

５）公判段階に進むと、公開審理、口頭審理に基づく手続きが行われる。公判段階における裁

判体の構成としては、①１人制、②３人制、③３人制＋陪審員５人という３パターンがあり、

当事者は公判期日に出席しなければならない。事件を受理した裁判所は、受理後２日以内に

公判期日を指定しなければならず、公判審理は、その 10 日後から 30 日後までに終結しなけ

ればならないとされている。 

 

（３）所感（我が国の支援のあり方） 

１）1998 年刑事司法制度改革は、刑事司法制度の透明性、効率性を高め、司法への信頼を確

保し、不処罰の文化をなくすとともに、裁判の遅れ、未決勾留の長期化を解消し、被疑者・

被告人の人権を保障することにも資するというものである13。なかでも、未決拘禁の長期化

                         
11
 それゆえ、下記のとおり、予審判事は、被害者とともに刑事和解を試みることができるのではないかと思われる。 

12
 例えば、条件付きの手続き停止、起訴猶予の許可、民事上成立した和解の認可、公開審理における証拠の採否を行ったり、必要で

あれば更なる証拠収集等を命じたりできる。 
13
 もっとも、エルサルバドルにおいては、マラスと呼ばれる不良少年グループや米国から送還された帰国者による殺人、強盗などの犯罪

が多発し、社会経済開発上の大きな課題のひとつとして治安対策があげられており、警察の能力強化や、刑法改正、少年法改正など、

様々な取り組みが検討・実施されているが、治安の問題があまりにも深刻・緊急であるため、刑事司法制度改革も、汚職防止や裁判の

透明性確保などの文脈からのほか、むしろ治安対策のための諸策のひとつとしてもとらえられているようである。 
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については、2003 年統計では、それまで未決拘禁者の割合が既決拘禁者の割合を上回ると

いう深刻な事態にあったにもかかわらず、この割合が逆転し、大幅に改善されるなどの成果

が出ている。これは、捜査段階、予備手続き段階、公判段階という各段階の期間が制限され

たことが大きく影響している14。現地司法関係者からも、人権擁護庁の反対意見15はあるが、

総じて高い評価が与えられている。また、逮捕段階から無料で公選弁護人が付されるなどの

先進的な制度も導入されているなど、刑事司法制度改革は一定の成果をあげていると考えら

れる。 

２）しかし、治安判事、指導判事ではなく検察官が捜査を行い、又は警察に対し捜査を指揮す

ることとなったという面では、当事者主義が大幅に導入されたといえるが、捜査段階におい

ては上記のとおり捜査続行に治安判事の許可が必要である点、予審段階ではたとえ捜査によ

り収集された証拠が不十分であると判断されても予審判事が更なる捜査を命じることがで

きる点など、いまだ当事者主義が限定的であることも否定できない。司法研修所等において、

今後必要な研修として、①刑事司法改革により役割が大きく変化した裁判官、検察官、捜査

官に対する研修、②拘禁代替措置を積極的に活用することを推進するための裁判官に対する

研修、③口頭審理の事件管理を円滑に行うための裁判官に対する研修、④証拠法に関する裁

判官に対する研修等が指摘されており、現在、エルサルバドル刑事司法が抱えている問題点

は、この裏返しであると推察される。 

３）不処罰の文化（Impunity）とは、一般には有罪として刑事責任を問えるにもかかわらずあ

えて処罰しないことを指すと思われるが、現地司法関係者との面談においては、せっかく捜

査し公判に持ち込まれた事件が裁判所において犯罪の証明がないとして無罪となってしま

うという場合を指している場合が多いように感じられた。これは、不処罰の文化というより

は、証拠法及びその関連判例が整っていないこと16、被害者保護、証人保護が十分でないこ

とという公判における問題のほか、捜査能力（特に科学的捜査能力）の不足、捜査機関の事

件処理能力不足が主たる原因と思われる。また、改革により刑事司法制度が当事者主義的方

向に進展しているのに、捜査機関とりわけ国家警察の捜査能力が取り残されてしまっている

のではなかろうか。 

４）このような問題点を抱える一方、関連機関の予算状況は厳しいものがあり、裁判所、検察

庁、弁護庁のいずれの機関においても、制度改革にあたって必要な人材育成や研修の需要は

高い。また、我が国が戦後糾問主義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造に転換した際の経

験を生かせるという点では、アルゼンチンに対する研修と同様である。加えて、現在エルサ

ルバドルに対する技術協力の重点課題のひとつとして治安対策があげられており、警察に対

する協力が検討されているとのことであり、本研修を同国に対する治安対策の協力のひとつ

と位置づけ、警察に対する協力等とあわせて実施していくことにより、先方政府に対し我が

国の協力をより強くアピールするとともに、相乗効果を与えることも期待できる。エルサル

バドルを第三国研修の割当国の１つとする必要性・妥当性は高いと判断された。 

                         
14
 公判審理は法律上 30 日以内に終結しなければならないにもかかわらず、これはあまり守られておらず、公判段階の遅れが目立つと

の指摘がある(司法研修所)。 
15
 人権擁護庁は、改革後においても、立法、制度そのものは優れているが、運用の点で問題が多い司法権の独立、裁判官倫理には問

題があるとの意見を述べている。 
16
 おそらく、書面主義的、糾問主義的訴訟構造においては一件記録中の書類がそのままほぼ自動的に証拠になっていたことから、証

拠法及び関連判例が整っていないものと思われる。そのために、裁判官ごとに判断にばらつきがあるようである。 
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５）今後注目される動きとして、不良少年グループ｢マラス｣などの少年非行対策としての少年

司法改革（法定刑の上限引き上げ等）、法定刑引き上げを主たる内容とする刑法改正、証人

保護、被害者保護の強化を内容とする刑事訴訟法改正などがある。 

 

 ３－２－３ コスタリカ共和国 

（１）一般事情 

コスタリカ（Republic of Costa Rica）は、ニカラグアとパナマに挟まれ、太平洋と大西洋

に面しており、面積は約５万 1,000 ㎞ 2、人口約 430 万人で、山がちな国土や永世中立国であ

るという点から、しばしば「中米のスイス」と称されてきた。国民は白人及び白人と先住民と

の混血が大半を占め、ごくわずかに先住民と黒人の人口がある。また近年は、国境を接するニ

カラグアからの移民が増加してきている。 

エルサルバドル同様、1821 年の独立から、中米連合を経たのち、1848 年に独立を達成した。

他の中南米諸国と比べ鉱物資源に乏しく、総督府のあったグアテマラから遠隔の地であったた

め、スペイン人からは経済的にあまり重視されていなかったが、独立後に盛んになったコーヒ

ーやバナナの栽培成功によりコスタリカの経済は発展を遂げる。先住民・黒人奴隷ともに少な

かったため、白人入植者が自ら労働せざるを得ず、これが中産階級の出現と安定的な民主主義

の基盤形成に貢献したといわれる。1948 年の内戦を終結させると、翌 49 年には軍隊を廃止す

る憲法を制定、1952 年以降に行われた大統領選挙はすべて民主的に実施されており、内戦や

紛争、軍事政権など政治的に非常に不安定な歴史を経験してきたラテンアメリカ諸国のなかで、

も民主的で安定した政治体制を構築してきた。国境を接するニカラグアの内戦が激化すると、

国際政治の波の中で米国の影響を受けたが、のちにノーベル平和賞を受賞するアリアス大統領

の指導の下で、中米諸国の内戦の終結と和平の構築に貢献した。もともと農業国であったが、

1980 年代以降、外国からの投資促進を図り、インテルをはじめとする IT 産業の誘致に成功し

て経済的にも安定している。また生物多様性に富んだ地域でありながら、過度の農業開発のた

めに国土が荒廃し、多くの原生林を失ったことへの反省から、自然の保全と持続的な利用をめ

ざすエコ・ツーリズムの分野では先駆的な試みを行い、成功を収めてきている国としても知ら

れている。 
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一般事情 

1.面積 51,100km2 

2.人口 430 万人（2004 年国勢調査局） 

3.首都 サンホセ（北緯 10 度 標高 1,200m） 

4.人種 スペイン系及び原住民との混血 95％、アフリカ系 3％、原住民他 2％ 

5.言語 スペイン語 

6.宗教 カトリック（国教、ただし信教の自由あり） 

7.略史 1502 年 コロンブスにより発見 

1821 年 グアテマラ総督府（中米）、スペインより独立 

1823 年 中米諸州連合結成 

1848 年 中米諸州連合より分離独立 

1949 年 現行憲法制定（軍隊の保有を禁止） 

1987 年 アリアス大統領ノーベル平和賞受賞 

1990 年 カルデロン大統領就任 

1994 年 フィゲーレス大統領就任 

1998 年 ロドリゲス大統領就任 

2002 年 パチェコ大統領就任 
 

政治体制・内政 

1.政体 共和制 

2.元首 大統領（任期 4 年、再選禁止） 

現大統領 アベル・パチェコ・デ・ラ・エスプリエジャ 

（2002 年 5 月～2006 年 5 月） 

3.議会 一院制（57 名）（任期 4 年、連続再選禁止） 

4.政府 （1）首相 首相職なし 

（2）外相 リカルド・ドバル・ファハ 

5.内政 （1）1952 年以降実施されたすべての大統領選挙が民主的に行われている

中南米で も安定した民主主義国の１つ。伝統的にキリスト教社会連合

党（PUSC：現与党）と国民解放党（PLN：現第一野党）との二大政党制が

続いてきたが、2002 年大統領選挙では、市民行動党（PAC）等の少数野党

が台頭し、政党の構図に変化が生じている。  

（2）2002 年 2 月に総選挙が実施され、決選投票を経て同年 5月パチェコ

候補が大統領に就任。与党（PUSC）は国会において絶対多数を有しない

ため、各種法案の通過のため超党派政策を余儀なくされるなど、困難な

政権運営を強いられている。 

外交・国防 

1.外交基本方針 （1）対米関係重視 

（2）伝統的平和善隣、国連・米州機構（OAS）を中心に外交を展開。 

（3）中米統合に向けて積極的な取り組み。 

（4）台湾と国交を有する。 
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2.軍事力 

（ミリタリーバランス

2003／04） 

（1）防衛・国内治安予算（約 89 百万ドル） 

（2）兵役 なし 

（3）兵力 1948 年憲法により常設軍を禁止。治安維持のための国家警

備隊及び地方警備隊あり（約 8,400 人）。 

経済 

1.主要産業 農牧業（コーヒー、バナナ、牛肉、花卉、果実） 

2.GDP 12,803 百万ドル（2003 年中銀） 

3.１人当たり GDP 3,980 ドル（2003 年中銀） 

4.経済成長率 5.6％（2003 年中銀） 

5.物価上昇率 9.87％（2003 年中銀） 

6.失業率 6.7％（2003 年中銀） 

7.総貿易額 （1）輸出（FOB） 

   6,093 百万ドル（2003 年中銀） 

（2）輸入（CIF） 

   7,620 百万ドル（2003 年中銀） 

8.主要貿易品目 （1）輸出 コンピューター部品、バナナ、コーヒー、繊維製品 

（2）輸入 原料・中間材、資本財、消費財 

9.主要貿易相手国 （1）輸出 米国、EU、中米諸国 

（2）輸入 米国、EU、メキシコ、ベネズエラ、日本 

10.通貨 コロン（￠） 

11.為替レート 1 米ドル＝359.8 コロン（02 年中銀） 

12.経済概況  （1）パチェコ政権は、貧困撲滅と国民の生活水準の向上を 優先課題

として掲げ、そのために経済成長、実質賃金引き上げ、雇用創出等を図

ることを目的に「経済活性化 4 か年計画」等を策定。2003 年までに貧困

層の割合は減少しているが、失業率は上昇傾向にある。 

（2）2003 年における GDP は、年間で 5.6％（中銀発表）。また、輸出は

INTEL 等製品分野の活況に支えられ、約 20％増を記録し好調。財政赤字

は、緊急財政法の成果があり、前年の対 GDP 比 4.3％から 2.8％程度に改

善された。 

（3）財政改革法案の早期国会通過と、04 年 1 月に案文交渉を了した中

米・米自由貿易協定（CAFTA）の国会承認が懸案事項であり、世論は、テ

レコム分野の開放及び CAFTA 署名の賛成に動いている。 

（4）自由貿易協定実績については、これまで米国（CAFTA）、カナダ、

メキシコ、チリ、ドミニカ共和国、CARICOM（カリブ共同体：14 か国）

と締結済みであるが、CAFTA と CARICOM との協定は、署名を終えている

も未批准。 

経済協力 

1.我が国の援助実績 

（単位：億円） 

（1）有償資金協力（2002 年度まで、EN ベース）      610.92 

（2）無償資金協力（2002 年度まで、EN ベース）      25.16 

（3）技術協力実績（2002 年度まで、JICA 経費実績ベース） 153.25 

2.主要援助国（2001 年） （1）オランダ （2）フランス （3）カナダ 

（外務省ホームページより） 
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（２）刑事司法制度改革の概要及び現状 

１）コスタリカ刑事司法制度の特徴としては、司法部という１つの傘の下に、裁判所、司法評

議会（Judicial Counsel）、国家検察庁（Public Ministry）、公選弁護庁（Public Defender）、

司法警察（Judicial Police）という組織が所属していることが指摘できる。また、コスタ

リカには、陪審制度、参審制度はなく、この導入の検討は特に行われていない模様である。 

２）刑事司法制度改革について、コスタリカは、アルゼンチン・コルドバ州と並び、ラテンア

メリカ地域における先駆的存在といえる。同国は、まず、1973 年という極めて早い時期に

改革に着手し、糾問主義的訴訟構造と当事者主義的訴訟構造とをミックスした制度の導入を

実現した。これは、捜査段階として、指導判事（Instruction Judge）の指揮の下に予審捜

査（Preliminary Investigation）が行われ、公判段階において、口頭審理、公開審理が実

施され、そこには当事者主義が導入されていた。すなわち、コスタリカでは、糾問主義的構

造に起因する問題点を克服するため、いち早く改革に着手し、アルゼンチン、エルサルバド

ルがそれぞれ 1991 年ないし 1994 年、1998 年に行った改革と、ほぼ類似する改革を、既に

このときに実現していたといえる。 

３）さらに、コスタリカでは、1998 年に刑事司法制度改革が行われた。この改革のポイント

は、指導判事の廃止である。指導判事は、いわば裁判官、検察官、捜査官として警察官の指

揮役という３つの役割を果たし、強大な権限を有していたが、権限集中による弊害が大きか

ったことなどから廃止された。これに代わり、国家検察庁に所属する検察官が、司法警察に

よる捜査に対する指揮を担当することになり、併せて、治安判事（Judge of Guarantee）と

いう制度が設けられた。治安判事は、指導判事とは違い、全く捜査を行わず、捜索令状、差

押令状等、捜査のチェックを行うだけである。 

４）改革後の手続きを具体的に敷衍すれば、予備捜査段階、中間手続き段階（Intermediate 

Procedure）、公判段階に分けることができる。予備捜査段階では、検察官は、司法警察を指

揮して予備捜査を行い、そのチェックは、予備手続き刑事裁判所（Preparatory Procedure 

Penal Court, Tribunal Penal del Procedimiento Preparatorio）において治安判事により

行われ、この段階では、主として被疑事実について起訴するに足る相当な理由があるかない

かを決する。次に、中間手続き段階では、中間手続き刑事裁判所（Tribunal Penal del 

Procedimiento Intermedio）において、被疑者を起訴するか、釈放するか17を決し、起訴さ

れたものについて公判段階に進むことになる。 

５）公判段階における口頭審理、公開審理は、既に、1973 年改革において実現していた。現

地司法関係機関との面談においても、この段階における特筆すべき改革は指摘されていない。 

６）なお、刑罰執行段階において、刑罰執行判事制度（Judge of the Execution of the Penalty）

が新設されており、その権限の大きさ等のため、公判判事の権限との衝突等が生じているよ

うである。 

 

（３）所感（我が国の支援のあり方） 

１）コスタリカは、他の中米諸国が内戦などにより極めて不安定な政治状況にあったなかで、

軍隊を廃止し、長期にわたって安定した政治と社会経済発展を維持してきており、教育、社

会保障など、ラテンアメリカで も進んだ国の１つといえる。当事者主義の導入をはじめと

                         
17
 被疑事件を嫌疑不十分として無罪とする、不起訴処分とする、刑事和解するなどにより、被疑者の釈放を決する。 
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する刑事司法制度改革についても、当地訪問前の情報収集の段階から、コスタリカはラテン

アメリカ地域においては も進展している国の１つとの情報を得ていたが、刑事司法関係機

関での調査によりこれらの情報が裏づけられた。アルゼンチンやエルサルバドルが糾問主義

的訴訟構造への口頭審理の導入という１度目の改革を行っていた 1990 年代には、既に当事

者主義の更なる強化という２度目の改革を実現させていることが大きい。 

２）とはいえ、治安面、刑事司法制度面において、課題がないわけではない。具体的には、予

備捜査段階において、法律上、捜査に関する指示を司法警察に与えるのは検察官であるのに、

治安判事が捜査に介入しようとする、公判段階は、当事者主義を徹底すれば質問順序は、検

察官、弁護人等の当事者、それから裁判官という順序であるべきだが、それが守られずに、

裁判官から聞き始めてしまう、裁判官が当事者が請求していない証拠を職権により得ようと

してしまうなど、糾問主義的色彩が必ずしも払拭されていない。このほか、1998 年改革に

より検察官が捜査を担当することになったが、その肝心の検察官の能力不足（証拠収集方法、

弁論のあり方、証人への質問のあり方等）、人員不足、検察官と司法警察官との関係改善と

いった課題も指摘されている。これらの点については、アルゼンチン、エルサルバドルにつ

いて述べたと同様、日本による研修が有益であると考えられる。 

３）UNAFEI における国際研修、ILANUD と 15 年以上にわたり共同して行ってきた第三国研修等

により、現地刑事司法関係機関からの日本の研修に対する期待はそもそも大きいものがあっ

た。これに加えて、今回古田次長検事の同国訪問が与えたインパクトは極めて大きく、調査

団としても、次長検事に随行することにより現地司法関係機関のトップと面会・意見交換が

できたことから、本研修に対する我が国の協力を強くアピールできたのではないかと考える。 

４）もっとも、改革の進展度にかんがみると、コスタリカの課題、問題点は他のラテンアメリ

カ諸国が直面している課題とは次元が違うとの印象があり、本研修をコスタリカで実施する

ことは、単に ILANUD が所在するという理由だけでなく、刑事司法制度改革を関係機関の訪

問、視察等によりより経験的に理解できるという意味からも、意義深い。その意味で、本研

修ではコスタリカの司法関係機関の協力が今まで以上に重視されると予想されるから、この

点でも現地司法関係機関トップとの面識を得たことは有益であった。 

５）司法改革関連で注目される動きとしては、米州開発銀行による「コスタリカ司法近代化プ

ログラム」がある。その活動は第２フェーズを迎えており、様々な分野に広がっている。国

家検察庁、公選弁護庁等においては、これにより研修を行ったりケース・マネージメントの

改善を図ったりしている。司法アクセスの強化、裁判所における OA 化も進められている。

この点では一部日本よりも進んでいるところも見られ、興味深い。 
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第４章 協力の概要 
 

４－１ 実施機関の現況 

 本件プロジェクトの実施機関である、国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（英：United Nations Latin 

American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 西：Instituto 

Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevencion del Delito y Tratamiento del Delincunete, 

ILANUD）は、国際犯罪防止センター（Centre for International Crime Prevention：CICP、本部ウィー

ン）、地域間犯罪司法研修所（United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute：

UNICRI、同トリノ）、アフリカ犯罪防止研修所〔Institute for the Prevention of Crime and the 

Treatment of Offenders：UNAFRI、同カンパラ（ウガンダ）〕、ヨーロッパ犯罪防止・統制研究所（European 

Institute for Crime Prevention and Control：HEUNI、同ヘルシンキ）、アジア極東犯罪防止研修所

（Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders：

UNAFEI、同府中）とともに、国連の犯罪防止機関の１つであり、カリブ海地域を含む、メキシコ以南

のラテンアメリカ地域をカバーしている。組織・事業概要については、1999 年２月に派遣された第三

国集団研修「刑務所の収容環境と矯正処遇プログラムの改善」の事前調査報告書に記載されているの

で詳しい記述は避けるが、 近の状況については、以下のとおりである。 

 

 （１）職 員 

2003 年現在、所長のほか、総務部門８名、調査研究・技術協力部門 11 名の計 19 名が勤務して

いる。また各種プロジェクトやプログラムの実施のために専門家やコンサルタントが雇用されて

いるほか、登録講師制度（Associate Expert System）で約 100 名の各分野の専門家が登録されて

いる。 

 

 （２）予 算 

2003 年度の予算は収入が 25 万 7,000 ドル、支出が 22 万 9,624 ドルとなっている。米国やヨー

ロッパ諸国政府から各国の援助機関を通じて協力を受けているほか、国連児童基金（UNICEF）、国

連婦人開発基金（UNIFEM）や国連高等難民弁務官事務所（UNHCR）、世界銀行などの国際機関や、

米州機構（OAS）、米州開発銀行（BID）などの地域機関の支援も得ている。 

 

 （３）活動概況 

近年の主な活動テーマとして、以下のものがあげられる。 

・国際的な組織犯罪 

・刑務所の過剰収容、刑罰システムと人権、収監への代替刑 

・未成年者の犯罪 

・刑事司法における女性 

・薬物の濫用 

・国際法廷に向けての対応 
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近年の協力案件の例として、次のようなものがあげられる。 

案 件 協力機関 期間 概 要 

司法におけるジェンダー

対応促進 

DANIDA 2002‐

2004 

中米の司法におけるジェンダー・人権配慮に

関する調査、技術協力、研修、普及など 

刑事司法・人権に関する

広域セミナー 

CIDA 2002- 

2003 

中南米における刑事司法・人権に関し、警察

及び司法関係者に対する広域研修 

中南米の刑事司法・人権

に関する研修プログラム 

SIDA 2003- 

2004 

中南米の刑事司法・人権に関する広域研修及

びモニタリング 

組織犯罪・汚職対策に関

する広域セミナー 

CICP 2002 中米の警察官、検察官、裁判官を対象に組織

犯罪・汚職対策に関するセミナー実施 

家庭内暴力への対応に関

する広域研修 

UNIFEM 2004 中南米での家庭内暴力に対応するための、司

法・保健・教育関係者への広域研修 

 

４－２ プロジェクトの概要 

 ILANUD 側から提出のあった要請内容、事前評価調査団派遣前に日本側で検討した対処方針（案）、

及び協議結果としての合意内容の各項目ごとの詳細は付属資料 6.のとおりである。本件プロジェクト

の協力概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 過去 ILANUD とともに実施したコースは、「第三国集団研修」として実施されていたが、第三国集団

研修についてもプロジェクトとして定義することに方針が変更されたことから、技術協力プロジェク

トとして採択・実施に至った。また技術協力プロジェクトとして実施することにより、後述する現地

セミナーの実施など、従来の第三国集団研修の枠組みのなかでは実施が難しかった協力も実施が可能

になったといえる。英文名称では、当初、“... on the Criminal Procedure Reforms in ...”とする

予定であったが、裁判の手続きの改革ではなく、裁判手続きを含む刑事司法のシステムの改善に対す

る協力であるとの認識から、“... on the Criminal Justice System Reforms in ...”と変更した。 

 

 

 

 

 

 

１.案件名称 

（和）技術協力プロジェクト「ラテンアメリカにおける刑事司法制度の改善」 

（英）International Training Course on the Criminal Justice System Reforms in Latin

America 

２.目 的 

 ラテンアメリカ各国の裁判官、検察官、弁護人に対して、より効果的で、独立性を維持し、

透明性の高い刑事司法制度を確立するために必要な知識や情報を提供し、地域で進行している

刑事司法改革の促進に資する。特に糾問主義から当事者主義への移行に焦点を当てるととも

に、人権擁護に留意する。 



－31－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 割当国、協力期間については、当初、ILANUD 側からの要請は、2003 年まで ILANUD で実施された第

三国集団研修同様、19 か国、５年間とする内容であった。また研修対象者としては、裁判官、検察官、

弁護人、警察官があげられていた。割当国、研修対象者、定員については、以下の点を考慮すること

が必要であった。 

① ラテンアメリカ地域をカバーする国連の地域機関として、ILANUD は前研修ではできるだけ多数

の国を割り当てとすべく、すべてのスペイン語圏国にブラジルを加えた割当国となっていたが、

前研修では平均すると各国から年に１名の研修員が参加することしかできず、各国への研修効果

の波及の観点からは、検討すべきとの認識があった。今回、日本側での検討では、毎年複数の研

修員を一定期間内に集中的に受け入れて研修経験者のグループを形成することにより、割当国に

従来の研修以上のインパクトを与えることを目標とすべきとの方針を固め、割当国を絞り込み、

裁判官、検察官、弁護人、警察官の各分野から１名ずつを各国から受け入れるとの方針を策定し

た。国の選定にあたっては、現在ラテンアメリカで進展しつつある刑事司法制度改革の推進の前

提となっている当事者主義的システムの導入が実施されて一定の期間が経ち、問題や課題が明ら

かになりつつあり、研修の成果を現場に活用しやすい国を対象に割当国を絞り込むべきとした（当

事者主義的システムの導入間もない国やこれから導入が検討される国に対して、先行諸国の情報

を提供するという意義も認められるものの、改革の現場での諸問題の改善という研修の目的をか

んがみ、優先性は低いと判断される）。 

② 研修対象者については、警察官を含めるかどうかについて、より検討が必要と考えられた。糾

問主義的な訴訟制度においては裁判官が警察官を指揮し捜査を行うのに対し、当事者主義的な制

度では、捜査を指揮するのは検察官であり、捜査のあり方についての警察官の知識や認識を変え

ることは重要である。一方で、他の三者が法廷における裁判の実施の部分に直接的にかかわり、

警察官のかかわりはずっと薄くなることから、三者のみの場合は裁判の実施の部分に関するテー

マとすることにより三者共通の課題設定が可能である。これに対し、警察官を加えた場合は、警

察官のみを対象とした講義を設定するなど、研修内容が複雑化するとともに、研修の焦点が不明

確になってしまうことも危惧される。協議の結果、警察官を除くことが妥当と判断するに至った。 

③ ILANUD のような国際機関と実施する第三国集団研修は、日本側の経費負担は 1,000 万円／年度

が目安であり、またコスタリカのように一定の開発レベルにある国については、全体の 30％程度

の経費負担を求めることとなっている。前研修の経費実績等も参考にしつつ、両国の負担額を検

３.協力内容 

（１）研修期間 

11 日間 

（２）割当国 

アルゼンチン、ボリビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマ

ラ、ホンジュラス、ニカラグア、ベネズエラに実施国コスタリカを加えた 10 か国。

（３）協力期間 

2005 年から 2007 年（3年間） 

（４）研修対象者 

裁判官、検察官、弁護人 

（５）定員 27 名（実施国コスタリカからの参加を除く） 
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討し、ここから各年度に日本側・コスタリカ側が支出する金額を検討し、研修員の受入数は 大、

25～28 名程度（コスタリカからの参加者を除く）と判断された。 

以上の点を考慮しつつ、ILANUD 側と研修割当国と研修員、研修対象者について検討を行った。警察

官を加えた４名を各国から招へいすると、割当国は６～７か国となるが、各国の現状や経験を共有し

あうという研修の意義や研修へのニーズの観点から、参加国が少ないとの感も否めず、上記②の観点

も踏まえて、やはり警察官は研修対象から除外することとした。割当国の条件として、「当事者主義的

なシステムが既に導入され数年が経過し、現場で課題や問題点が出てきている国」という条件から、

アルゼンチン、ボリビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラ

ス、ニカラグア、ベネズエラの９か国から計 27 名（実施国コスタリカを加えると 10 か国から 30 名）、

裁判官、検察官、弁護人、各１名とすることとした。 

また協力期間については、協力成果を確認しつつ継続を検討していくという観点から取りあえず３

年間とし、３年目の終了時に一定の評価を行い、それ以降の協力について検討することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当初の ILANUD 側からの要請に加え、５）及び６）を追加することで合意した。透明性、アカウンタ

ビリティーの向上、迅速化などを促進する手段のひとつとして、旧来の糾問主義的な制度に替わり当

事者主義的な制度の導入が実施されてきているが、糾問主義的な制度そのものが否定されるわけでは

なく、また当事者主義的な制度を導入すればそれだけで裁判の迅速化が進むということでもない。多

くの場合、口頭審理の導入を伴っていることにより裁判の遅れを誘発する傾向すらある。このような

背景から、裁判の円滑な実施、事案の効率的な進捗管理は極めて重要となってきている。 

 また今回の第三国集団研修は、「我が国が過去に実施した協力の成果を周辺国に波及させる」という

伝統的なタイプの第三国研修ではなく、むしろ、協力の必要性は認められながらも我が国のリソース

では十分な協力が実施できないと判断されるテーマについて、国際機関と協力することにより、効果

的な協力を達成することを目的としている。効果的な協力実施の一方で、我が国の協力をアピールし

にくいという側面も出てきている。この点については、UNAFEI の協力を得て、毎年、日本人専門家を

講師として派遣し、日本の経験や知識を提供することによりカバーしてきている。事前調査において

訪問した各国関係者は、ヨーロッパ大陸法や米国法に比べて情報が少ない我が国の刑事司法制度や我

が国の治安の良さ、刑事司法制度に対する市民の信頼感の高さなどに非常に関心を示しており、今回

の研修テーマにおいては、日本人専門家の派遣はよりインパクトを与えることができると思われる。 

 

 

 要請内容のひとつとして、ILANUD 側からは、「技術ミッションの派遣」が提案されていた。目的は

研修のフォローアップと割当国での研修効果の普及拡大のための ILANUD 側人員の派遣となっていた

（６）研修内容 

1）ラテンアメリカの刑事司法制度改革の現状 

2）刑事司法制度における透明性及びアカウンタビリティー（汚職防止を含む） 

3）刑事司法制度における人権保障 

4）新しい刑事司法制度、特に当事者主義的システムにおける裁判官、検察官、弁護人及び

警察官の役割 

5）当事者主義的制度における効率的な事件進行管理（ケースマネージメント） 

6）日本における刑事司法制度 

（７）技術ミッション 
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が、その内容について明確に記されていたわけではなかった。従来の第三国集団研修の事業実施内容

から一歩踏み出し、割当国での活動実施によって、研修の成果の普及のためには効果が高いと判断さ

れる。一方、明確な事業内容を定めずに実施することは、「派遣のための派遣」に終わってしまう危険

性も危惧され、また研修事業が日本側との共同実施である以上、ミッションについても日本側が参加・

関与することが望まれる。 

 調査団派遣前の日本側での検討では、コスタリカでの研修終了後、派遣された日本人講師と ILANUD

側の人員が研修割当国を訪問し、現地の司法関係機関と協力して現地セミナーを開き、また相手国刑

事司法制度関係者との意見交換・情報収集を行うという内容を検討した。これは日本側の事情として

は、講師を派遣する UNAFEI が本邦での研修コースの実施や各種の技術協力事業のための各国への派遣

等のために極めて多忙であることや、日本からは遠隔の地である中南米への渡航に要する所要日数や

経費を考慮すると、コスタリカでの研修以外に別途人員を派遣することが困難なこともあった。 

ILANUD 側にコスタリカでの研修終了後の他国での現地セミナー実施を主とする事業を提案したと

ころ、同意を得た。ただし、具体的な実施国、内容等については現時点では確定できないため、毎年

協議して決定することとした。 

なお他国での現地セミナー等実施にあたっては、研修コース参加者による開催のための当該国政府

機関との調整や準備が重要になると判断されるが、第１回目となる 2005 年の研修コース後に現地セミ

ナーを開催する場合は、これが期待できない。第１回目の研修コース実施後に現地セミナーを実施す

るのであれば、今回、事前評価調査団が訪問し情報収集と研修コースの実施予定について説明を行っ

たアルゼンチン又はエルサルバドルとすれば、政府関係者から開催に対して協力が得られることが期

待できる。 

 

４－３ 日本による技術協力の意義 

 ラテンアメリカ諸国では、糾問主義的訴訟構造に当事者主義的訴訟構造を導入する刑事司法制度改

革を行っており、今回、調査対象国として訪問したアルゼンチン共和国、エルサルバドル共和国、コ

スタリカ共和国ともに、同様の刑事司法制度改革を行っている。 

各国が抱える問題点は、ラテンアメリカ諸国における糾問主義的訴訟構造、書面審理重視の訴訟手

続きに多かれ少なかれ共通に認められるから、これらを当事者主義、口頭主義の導入を進めることに

より解決していこうというアプローチは自然であり、是認し得るものといえる。また、各国とも当事

者主義的、口頭主義的訴訟構造の導入、その運用改善につき先進国の支援を求めており、我が国への

期待も大きい。 

とはいえ、指摘される問題点のすべてが糾問主義的、書面主義的訴訟構造の理論的結末であるわけ

ではなく、したがって、当事者主義的訴訟構造、口頭審理重視の訴訟手続きを導入すればたちどころ

に解決されるというものではない。これは、当事者主義的訴訟構造を有する国々も同様に、刑事訴訟

手続きの遅延、未決拘禁者の増大による過剰収容の問題等を抱えていることからも明らかであろうし、

ドイツ、フランス等、糾問主義的訴訟構造に依拠する先進国が多数あることにも照らせば、糾問主義

的訴訟構造それ自体は否定されるべきものではない。 

また、国情等に応じて、もともと有している刑事司法制度・手続きはもとより、改革により導入さ

れた制度・手続き、当事者主義導入の程度等はそれぞれ異なっている。したがって、本研修実施にあ

たっては、単に糾問主義的訴訟構造と当事者主義的訴訟構造の特徴、その相違、メリット・デメリッ

ト等を示すだけでなく、各国ごとの実情、問題点、その解決策等を把握したうえで講義等を行うこと



－34－ 

が望ましい。加えて、各国ごとの実情、問題点、解決策等を理解させ、改革の進展に役立たせる意味

で、研修員同士の意見交換、グループワークも有益であろう。 
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面 談 結 果 等 

 

１ アルゼンチン共和国における面談結果等 

 ア ＪＩＣＡアルゼンチン事務所 

 訪問時間：８月９日午後２時から同日午後３時まで 

 面談者：高井正夫所長 

     ファン・カルロス・山本職員 

（面談結果概要） 

(1) アルゼンチンの特徴としては，①第一次産品，とりわけ農作物が輸出高

に占める割合が大きい農業国であること，②国民一般の教育水準が高い

こと，③国民にいわゆる白人層の占める割合がきわめて大きいことを指

摘できる。 

(2) にもかかわらず，経済危機を勃発してしまったことには，構造的な原因

があるように思われ，経済状況については， 悪の時期は脱したにせよ，

なかなか出口が見えてこない。かような背景に基づく雇用の悪化，物価

の上昇等による貧困の拡大は深刻な問題となっている。 

(3) 当事務所としては，社会保障，社会開発の在り方そのものに対する支援，

知的援助型の支援，グッドガバナンスの実現に対する支援を重視してい

る。例えば，産業育成システム構築に対する支援等である。本研修は，

まさに，ガバナンスに対する支援と位置づけられる。 

(4) また，南米，特にメルコスール地域は，域内において，広域的な共通課

題を抱えており，その中心国たるアルゼンチンに対する支援は，域内全

般に広がりうる支援という面がある。 

(5) 以上の趣旨から，当事務所としては，本研修を積極的に支援していきた

い。  

イ 在アルゼンチン日本大使館 

訪問時間：８月９日午後３時３０分から同日午後５時まで 

面談者：大部一秋公使 

    林禎二参事官 

    城崎和義二等書記官 

（面談結果概要） 

(1) アルゼンチン法制度の特徴として，法的安定性に乏しいということを指

摘できる。すなわち，法源として，憲法，法律のほか，大統領令（decreto）

があり，法規範としての上下関係は不明であるが，この発令により，政

府の姿勢，法規範がころころ変動するという印象がある。また，日本に

おける内閣法制局のような役割を果たす機関がないため，法律があって
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も，その施行規則，施行令がないという問題が生じる。 

(2) 経済危機に伴う雇用悪化等により，治安情勢が悪化していることが懸念

される。また，下記のとおりの司法，警察組織に対する不信等とも相ま

って，発生した犯罪に対し告発（denuncia）を行う率が低いことも問題

になっている。 

(3) 一般民衆の司法に対する信頼は低いが，それにも増して，警察組織の腐

敗，それに対する不信感の増大は深刻である。司法，警察への政治介入，

軍政時の経験等が背景にあるものと思われる。また，日本と比較して，

捜査，公判を指揮する判事の果たす役割が大きく，それが恣意的に行使

される上，判事の手足となる警察の腐敗も相まって，汚職等を招いてい

る。 

(4) 判決を受けたのに，収容後すぐに釈放されているという印象がある。収

容施設の不足という問題もあるようであり，刑罰執行がうまくいってい

ないのではないか。 

(5) 刑事司法分野で 近話題となっていることは，少年法改正（少年年齢の

引下げ等），デモ鎮圧に際する武器携行の可否等である。 

(6) 刑事司法の不正，腐敗の原因が，政治からの介入であることにかんがみ

ると，本研修のテーマとして，刑事司法制度改革の支援を行うことは，

裏から見ると，政治改革への支援にもつながり，グッドガバナンスの実

現にも資するものといえる。中南米の構造的かつ本質的問題に切り込む

ものであり，先方の急所をつく改革支援といえよう。大使館としても積

極的に支援していきたい。 

 ウ 司法省刑事政策庁（Secretariat of Criminal Policy, Ministry of 

Justice, Security and Human Rights） 

訪問時間：８月１０日午前１０時３０分から同日午前１２時まで 

面談者： 

Mr.Abel Fleitas Ortiz de Rosas 同庁長官（司法政策，立法担当） 

（Secretary of Judicial Policy and Legislative Subjects） 

Mr. Martín Andrés Montero 同庁次官（司法，矯正担当） 

（Undersecretary of Justice and Penitentiary Subjects） 

Mr.Alejandro W. Slokar 同庁次官（刑事政策担当） 

（Undersecretary of Criminal Policy） 

Ms.Elida Torres Carbonell 同庁次官（刑事政策担当） 

（Undersecretary of Criminal Policy） 

Mr.Juan Felix Marteau 同庁コーディネーター  

（Coordinator of Advisor Council, Secretariat of Criminal Policy） 
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Mr.Eduardo Orio 司法評議会評議員 

（Counsel, Judicial Council） 

Mr.Martín E.Vázquez Acuña 連邦刑事口頭審理裁判所第１部総括判事 

（President, Criminal Oral Court No.1） 

（面談結果概要） 

(1) アルゼンチンは，連邦制国家であり，各地方州がそれぞれの憲法，法制

度を有している。このため，司法制度は，連邦の司法制度と各地方州の

制度とが並存しているという特徴がある。 

(2) とはいえ，いわゆる糾問主義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造への

移行という刑事司法制度改革については，共通かつ類似した改革が，連

邦，各地方州において，多かれ少なかれ進んでいる。 

(3) この刑事司法制度改革は，どのようなマトリックスの下に進んできたか

を理解すると分かりやすい。すなわち，アルゼンチン法は，刑事司法も

含め，全般的にいえばヨーロッパ大陸法，とりわけスペイン法を母法と

してきたが，１８５３年に制定された憲法は，アメリカ合衆国憲法を始

めとする英米法系のマトリックスを取り入れて成立していた。そして，

専門家等により，両者の矛盾をなくすように検討が進められ，１９９４

年に，憲法が改正されるとともに，刑事司法制度改革が行われた。 

(4) このような憲法との矛盾という点のほか，改革前の制度では，①指導判

事（Instruction Judge）が捜査（の指揮）を担当していたため，捜査

に介入し過ぎる傾向があり，極端な例も散見された，②書面審理が重視

されていたため，口頭審理が行われず，裁判官がその面前に被告人を見

ることなく，判決に至るという事案もあった，③口頭審理が開かれる必

要がなかったことから，事件記録が漫然と積み重ねられていき，裁判の

長期化を招いた，④ひいては，未決勾留期間が長期化してしまっていた

などという問題点が指摘されていた。 

(5) そこで，１９９４年憲法，刑事訴訟法の改正には，口頭審理を大幅に導

入すること，当事者主義を取り入れること，これにより迅速な訴訟を実

現することが盛り込まれた。 

(6) 現状としては，口頭審理は一応実現しているものの，いまだに書面審理

に頼る部分も多く，もっと，口頭主義を進めるべきではないかと考えて

いる。また，いわば，刑事手続の１８０度転換であることから，公判廷

における裁判の様子を見ると，いまだに，当事者主義について行けずに，

糾問的なところが残っている裁判官が多い（例えば，公判廷において，

各訴訟当事者による尋問を待ち，じっと聞いているのではなく，自ら聞

き始めたり，頻繁に介入したりするなどの裁判官が多い。）。さらに，裁
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判の迅速化という点については，思うように進んでいないといわざるを

得ない。 

(7) 陪審制の導入は，１８５３年憲法で初めて規定され，１９９４年憲法に

も規定があるが，これまで法律制定の動きは活発ではなかったが，現在，

連邦議会で，アメリカ型陪審をモデルとした陪審制の導入の是非が議論

されている。コルドバ州においては，既に，部分的に陪審制が導入され

ている。 

(8) ＩＬＡＮＵＤでのセミナーには，当省から是非参加したい。 

 エ 高裁判所（The Supreme Court of Justice） 

訪問時間：８月１０日午後１時から同日午後２時まで 

面談者：Mr.E.Raul Zaffaroni 高裁判所判事（Minister）1 

（面談結果概要） 

(1) 私の個人的な意見では，治安，刑事司法制度全般について見ると，犯罪

は深刻な問題ではなく，むしろ，軽罪が増えていることが重要な問題だ

と考えている。 

(2) 糾問主義的訴訟構造から当事者主義的訴訟構造への移行との刑事司法

制度改革において，検察官，警察官，裁判官の役割の変化は，重要なポ

イントである。個別的には，捜査における警察官の役割，指導判事・検

察官と警察官との関係，弱者に対する公的弁護制度の強化などが課題で

ある。 

(3) 当事者主義の更なる実現は，一般に，公的弁護制度の充実等の点も含め

て，よりお金がかかる手続を行うことになり，現在の我が国の経済状況

から見ても，予算的に困難なところがある。 

 オ 国家検察庁（Procuracion General De La Nacion） 

 訪問時間：８月１０日午後２時３０分から同日午後４時まで 

面談者：Mr.Adrian Marchisio 捜査・刑事統計局事務総長   

（Director General, Office of Investigation and Political-Criminal 

Statistics） 

（面談結果概要） 

(1) アルゼンチンの検察組織は，かつて司法省に属していたが，１９９４年

改正憲法により，検察組織等を統括する独立機関として，公共省（Public 

Ministry）が設置され，現在，国家検察庁，国家弁護庁がその下にある。 

(2) アルゼンチンでは，連邦と各地方州の司法制度が並存しているところ，

刑法は全土共通であるが，刑事訴訟法は各法域ごとに異なっている。刑

                         
1 元ＩＬＡＮＵＤ所長という経歴の持ち主である。 
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事司法制度改革については，特に州レベルにおいて進んだ取組みを行っ

ているところがある。 

(3) 当庁は，連邦制度における検察機構であるから，全土における連邦犯罪

（薬物輸出入事件，脱税事件等）のほか，ブエノスアイレス市における

通常事件を管轄している。 

(4) 刑事司法制度改革は，ラテンアメリカ諸国で行われており，特に，検察

制度，その役割の変化が大きいと考えている。アルゼンチンでは，１９

９１年から始まり１９９４年にほぼ改正を終え，中でも，１９９２年に

大きな改革がなされた。 

(5) アルゼンチンにおける改革の特徴は，いわば，糾問主義的訴訟構造と当

事者主義的訴訟構造とのハイブリッドであること，すなわち，もともと

の糾問的手続の中で，予備捜査段階（Preliminary Investigation）に，

指導判事ではなく検察官が，捜査を指揮する余地を作り出したとともに，

公判段階には口頭審理が導入されたことである。このようなハイブリッ

ドな制度の長所は，当庁としては，検察官も捜査に参加できること，捜

査能力の向上を図れることであるが，短所は，裁判官と検察官との役割

分担，責任の所在がはっきりしなくなることである。 

(6) １９９２年改正による変化を具体的に見ると，まず，捜査段階では，現

行犯事件，被疑者不明の事件は，指導判事ではなく検察官が捜査を指揮

するが，これら以外の事件，すなわちほとんどの事件では，指導判事が

捜査を指揮する，もっとも，指導判事が検察官に捜査指揮を委任するこ

とができ，その意味では，指導判事と検察官の捜査指揮権が並存するこ

とが考えられる，ただし，憲法に関係しうる捜査（例えば，盗聴，家宅

捜索，予防拘禁措置等）については，指導判事が検察官に捜査指揮権を

委ねることができず，自らが行わなければならないなどとされた。 

(7) 公判段階では，長期３年以上の罪である重罪について，口頭審理が実現

し，３人の裁判官の合議制により審理が行われている2。口頭審理手続で

は，まず，検察官が捜査段階で得られた証拠に基づき，事案の概要を口

頭により陳述し，裁判所の指示により証拠を提出する。捜査段階に得ら

れた供述録取書は，当事者双方の同意がなければ，証拠として採用され

ない。また，当事者は，違法に収集された証拠については排除を請求す

ることができる。 

(8) 当庁としては，捜査段階における検察官の地位，権限，役割を高めるな

                         
2 逆に，３年以下の罪である軽罪については，口頭審理が開かれるとは限らず，捜査を指揮

した指導判事がそのまま公判を担当する可能性があることから，現在は，憲法違反の疑い

があるのではないかとの懸念もあるとの説明もあった。 
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ど，更なる当事者主義の強化が必要であると考えており，連邦議会に対

し，その旨の法案を提出している。しかしながら，捜査権限を奪われた

くないと考える裁判所からの反対も根強い。 

(9) ＩＬＡＮＵＤでのセミナーには是非参加させて欲しい。 

 カ 連邦刑事口頭審理裁判所（Criminal Oral Court No.1） 

 訪問時間：８月１０日午前９時３０分から午前１１時まで 

面談者：Mr.Martín E.Vázquez Acuña 同裁判所第１部総括判事 

（President, Criminal Oral Court No.1） 

（法廷傍聴概要） 

(1) 事案の概要 

元警察官である被告人３人が，２００１年９月２０日ころ，パトロール

中，いわゆる白タク営業を行う自動車を発見したが，その運転手から，

摘発を見逃す見返りとして２０ペソを受け取ったという収賄の事案であ

る。 

被告人３人のうち，運転手と直接やり取りをした被告人は，本件時に白

タク営業により摘発をしなかったのは事実であるが，それは，摘発をす

るために必要な書類を持ち合わせていなかったからである，賄賂は決し

て受け取っていないと主張し，否認している。その他の被告人２人は，

運転手とは何らやり取りをしておらず，賄賂を受け取っていないし，相

被告人とも共謀していないと主張した。 

(2) 手続の進行 

裁判所は，裁判官３人の合議体により構成されていた。傍聴席から向か

って左側に検察官１人が，右側に弁護人４人，被告人３人が着席してい

た。 

手続は，裁判所書記官による起訴事実の読上げにより開始された。その

後，まず一人の被告人に対し，裁判官による人定質問，権利告知がなさ

れた後，裁判長から，被告人に対し，いわゆる被告事件に対する陳述が

求められたほか，本件当日現場にパトロールに行った経緯，その場での

やり取り，なぜ摘発をしなかったのか等について，詳細な被告人質問が

なされた。この質問のほとんどは裁判長によって行われ，その後補足的

に，検察官，弁護人，陪席裁判官が質問するという程度であった。 

その後，上記と同様の手続が，その他の被告人２人についても実施され

た。 

スケジュールの都合上，ここまで傍聴してから，退廷した。 

(3) 感想 

一つの合議体による一つの事件を傍聴したに過ぎないため，これをどこ
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まで一般化できるかには疑問がないではないが，参考までに，傍聴して

の感想を記しておきたい。 

法廷におけるやり取りを見ると，審判の対象は，検察官により設定され

たいわゆる訴因ではなく，公訴事実全般と窺われること，被告事件に対

する陳述がなされた直後から，被告人に対し，裁判長から事実経緯全般

にわたる詳細な質問がなされていること，これに比べ，検察官，弁護人

の質問は補足的なものにとどまっていることなどからすれば，糾問的色

彩が強い手続が行われていると感じた。 

かような法廷の在りようについては，まず，公判段階においても，当事

者主義が導入されたにもかかわらず，実務的には，当事者主義的な手続，

各当事者間における役割分担が浸透しておらず，いまだに，糾問主義的

な手続が行われていると見る余地もある。その一方で，アルゼンチンに

おける刑事司法制度改革が，訪問先各所で説明されるように「ハイブリ

ッド」なものであることを前提に考えれば，我が国法曹にとっては，糾

問主義的手続の中に当事者主義的手続を取り入れたというよりは，むし

ろ，公判段階について，口頭主義を取り入れたと考えるのが適切ではな

かろうか。 

 キ 国家弁護庁（Defensor General de la Nacion） 

 訪問時間：８月１１日午前１１時３０分から同日午前１２時３０分まで 

面談者：Mr.Miguel Angel Romero 同庁長官（Director General） 

（面談結果概要） 

(1) 国家弁護庁は，公設弁護等を所管する組織として，１９９４年憲法改正

により，公共省の下に新設された機関である3。 

(2) １９９２年における刑事司法制度改革により，いわゆる第１段階すなわ

ち指導判事等による捜査段階と，第２段階すなわち公判段階が明確に分

離された。改正後においても，基本的には，指導判事に捜査を指揮する

権限がある，すなわち，証拠が十分であるとして検察官に公訴提起を許

すか，証拠が足りないけれども，警察官に対し更に捜査を進めさせるか，

それとも証拠が足りないので捜査段階までで手続を打ち切ることとす

るかなど，かかる判断は指導判事にかかっている。しかしながら，改革

により，検察官は，指導判事から，証拠が十分であり，公訴提起するよ

う決定があっても，これを拒否し，再度，捜査を行うよう指導判事に戻

す権限が与えられた。とはいえ，指導判事は，再捜査の結果，証拠が十

                         
3 刑事事件における弁護人のみならず，貧困者，行方不明者，少年等に対するリーガル・ア

シスタンスを提供したり，法に定められたものにつき民事訴訟を行ったりするなども権限

に含まれているようであり，その所管する権限はかなり広いようである。 
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分であると判断すれば，再度，公訴提起するよう決定し，自ら起訴する

ことができるから，結局，公訴提起の判断は指導判事にあることになる。 

(3) 国家検察庁が，当事者主義を更に進めるように求めていることは承知し

ているが，国家弁護庁としては，これ以上進めることには反対である。

本来，検察官と弁護人とは対等な立場に立つべきであるのに，検察官の

権限が強大になり過ぎてしまうからである。また，現在のようなハイブ

リッドなシステムであれば，捜査段階において，弁護人が指導判事に対

し，証拠等を提出して公訴提起を決定しないように求めることができる

が，当事者主義が更に進むとこれができなくなり，捜査段階での刑事手

続からの解放を求められなくなってしまう。いずれにせよ，当事者主義

が更に進むことは，かえって被疑者・被告人の人権が守られなくなって

しまうと考えている。 

(4) 今般の刑事司法制度改革により，捜査段階における検察官の権限が多少

強化され，指導判事が検察官に捜査指揮を委任することができるように

なった。しかしながら，これまで指導判事の下に一件記録がしまわれて

しまい，訴訟遅延や汚職の温床になっていたという問題が，結局は，検

察官の下に一件記録がしまわれることになっただけではないか。 

(5) 改革後も，個々の弁護人の役割は特に変化していない。ただし，公設弁

護庁として独立した機関が新設されたことには重要な意味があると考

えている。 

 ク 国家司法審議会（National Judiciary Council） 

 訪問時間：８月１２日午前８時３０分から同日午前９時３０分まで 

面談者： 

Ms.Cristina Akmentins 同事務局審議官（Administrator General） 

Ms.Victoria P.Perez Tognola 同事務局顧問（Counsel, Judicial Council） 

（面談結果概要） 

(1) 国家司法審議会は，２０人の委員により構成された，司法権内にある永

続的機関である。下級審裁判官の選任，裁判官に対する懲戒やいわゆる

司法行政等の権限を有している。 

(2) 司法改革としては，現在，世界銀行融資によるモデル裁判所プロジェク

トが進行中であるが，司法審議会事務局は，この取りまとめを担当して

いる4。ブエノスアイレス市等，全国１２5の裁判所において実施されて

                         
4 このプロジェクトの主要な目的は，将来のモデルとなるような司法の近代化プロセスを刺

激するとともに，効率性を促進することを目的とする新たなコートマネージメントや組織

の在り方をデザインし，実現することである。 
5 ブエノスアイレス市１０，レシステンシア市１，マルデプラタ市１ 
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いる。 

(3) 司法審議会事務局としては，様々な予算措置が必要であるという点で陪

審制導入への動向に注目している。陪審制導入については現在国会で審

議中である。 

(4) また，訴訟の迅速化を図るため，裁判所の数を増やす，適正な地域配置

に改めることが必要ではないかと考えている。 

ケ 刑罰破棄院（The Camara Nacional de Casacion Penal） 

訪問時間：８月１２日午後１時３０分から同日午後３時３０分 

面談者：Mr.Pedro Rubens David 同裁判所判事（Judge） 

（訪問概要） 

上記ペドロ判事とともに，下記コのセミナーについて打合せを行ったほか，

法廷等の様子を見学した。     

 コ アルゼンチン・ジョン・Ｆ・ケネディー大学（John F. Kennedy University, 

Argentina） 

 訪問時間：８月１２日午後６時から午後９時３０分 

 面談者： 

Ms.María Elisa Herren 同大学学長（Rector） 

Mr.Pedro Rubens David 刑罰破棄院判事 

 Prof.German Bidart Campos 

Prof.Carlos A. Mahiques 同大学法学部長・教授 

（Professor, Department of Law） 

（訪問概要） 

(1) 同大学訪問の目的は，その主催するセミナーに出席することであった。

出席者は，当地司法関係者，学者，学生等を中心に，５０人程度であっ

た。 

(2) 当方は，野口において「日本の刑事司法においてグッドガバナンスを確

保するための制度的及び実務的メカニズム」と題する講演を約１時間に

わたり行った。 

(3) 先方は，①カンポス教授が，アルゼンチン憲法全般についての講演を，

②マヒケス教授が，ブエノスアイレス地区における刑事手続についての

講演を，③上記ペドロ判事が，アルゼンチンの刑事政策の問題点等につ

いての講演を，それぞれ２０分程度ずつ行った。 

(4) 今回の出張における調査テーマとの関連では，上記②講演において，１

９９８年刑事訴訟法改正により，刑事司法制度モデル全体の改革が行わ

れたこと，そのうち，指導判事だけでなく，検察官にも捜査権限が与え

られた点，公判段階に口頭手続が導入された点，刑事司法制度モデルの



 

 

 －46－ 

変更であり，裁判官，検察官等に対し，習慣，メンタリティーの変化を

求めるものである点などが重要であること，更なる当事者主義の導入の

ほか，陪審制導入が検討されていることなどが述べられた。 

 

２ エルサルバドル共和国における面談結果等 

 ア ＪＩＣＡエルサルバドル駐在員事務所 

 訪問時間：８月１６日午前９時３０分から同日午前１０時まで 

 面談者：北中真人所長 

若松聡美企画調査員 

Mr.Luis Ventura 弁護士（同事務所顧問弁護士，元文部省国費留学生） 

（面談結果概要） 

(1) エルサルバドルでは，今年６月に，エリアス・アントニオ・サカ・ゴン

ザレス大統領が就任し，新政権が樹立されたばかりである。同大統領は，

「安全な国」をスローガンに掲げている。 

(2) 同国では，１９８０年代に長く内戦状態が続いたが，１９９２年に政府

とゲリラとの間に和平合意が成立した。同国司法は，これまで，内戦，

軍部の威嚇等により，次第に弱体化してしまったという歴史がある上，

内戦後，内戦時の行為について，体制派，反体制派ともに処罰されない

という結果となったため，法の支配，司法の独立等，法治国家としての

重要な要素が，一般市民の間になかなか根付かないという問題がある。 

(3) 治安情勢について，現在重大な問題となっているのが，「マラス」と呼

ばれる少年ギャンググループであり，同国治安を揺るがせかねないほど

の存在になりつつある。現政権が，たとえ，犯罪を犯していなくても，

この少年ギャングに所属しているだけで逮捕できるという法案を検討

しているほどであるが，違憲性が指摘されている。 

(4) なお，エルサルバドルには，ＩＣＥＳＰＯという警察に関する中南米地

域研修所があることから，当事務所は，ここを拠点に警察捜査に関する

研修，技術協力を立ち上げることを検討している。また，既に，警察に

対しコンピュータ等を供与するなどの援助を行っている。 

 イ 在エルサルバドル日本大使館 

 訪問時間：８月１６日午前１０時３０分から同日午前１１時３０分まで 

 面談者：細野昭雄特命全権大使 

清水和義二等書記官 

（面談結果概要） 

（なお，８月１８日調査団による大使館報告の際に聴取した内容も含む。） 

(1) エルサルバドルは，民主的制度の構築等では非常にうまくいっている。
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この点について，日本では，コスタリカの評価が高いが，それに勝ると

も劣らない。下記のとおり良好な米国との関係もあって，制度の構築に

ついては，他のラテンアメリカ諸国と比べて悪くない。 

(2) 同国は，政治的，経済的に米国との関係がきわめて深い。例えば，イラ

ク戦争において，米国を支持し，イラクに派兵しているのは，中米では

エルサルバドルのみである。また，米国への移民もきわめて多い。 

(3) また，国民性は勤勉であり，物的資源が乏しいこともあって，「中米の

日本」と称されることもある。例えば，同国は，アルゼンチンなどと異

なり，経済状況が大変苦しくても，借款を支払い続けている。 

(4) しかしながら，「マラス」といわれる少年ギャンググループ等による少

年犯罪等，治安状況の悪化が著しい。こういったギャンググループにつ

いては，証人威迫等による司法妨害があるとも聞いている。また，犯人

を逮捕，起訴しても，全国的な前科照会システムが整っていないために，

軽い刑しか言い渡されないということもあるようである。このような観

点から，前科検索システムの構築，科学的捜査手法の強化等について，

警察への支援ができないかを検討している。 

(5) 大使館としては，現在，援助重点項目として，①安全な水資源の確保，

②治安対策，③教育政策，④ＩＴ政策，⑤中米の拠点としてのエルサル

バドル（大規模な港湾建設等によるエルサルバドルのハブ化）等を考え

ている。前記のとおり，民主的制度構築，勤勉な国民性等を考え合わせ

ると，あと一歩何かきっかけがあり，上記援助重点項目を克服できれば，

ラテンアメリカ諸国の中で，モデル国となりうる国であると考えている。 

(6) 治安対策，刑事司法制度への支援となる，ＩＬＡＮＵＤでの研修はきわ

めて有益であり，エルサルバドルは研修対象国となるべき国であろう。

大使館としても是非協力したい。 

 ウ 高裁判所（The Supreme Court of Justice） 

(a) 訪問時間：８月１６日午後２時３０分から同日午後３時まで 

面談者：Mr.Agustín García  高裁判所長官（President） 

（面談結果概要） 

(1) まず， 高裁の組織から説明したい。 高裁は，司法権の 上位にある

唯一の裁判所であり，ほかに，憲法裁判所はない。 高裁判事は１５名

であり，議会の３分の２の多数決により選任される。任期は９年間であ

る。 高裁は，憲法部（５人），民事部（３人），行政部（４人），刑事

部（３人）の四つの部に分かれている（括弧内の数字は，所属する判事

の数である。）。 

(2) 司法改革一般としては，現在，世界銀行融資による「エルサルバドル司
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法の近代化」プログラムが進行中である6。例えば，事件記録にバーコ

ードを付け，それにより管理すること，公開審理において，遠隔地にい

る証人をビデオ・カンファレンス・システムを使用して尋問するなど，

新しいテクノロジーを用いた試みも進んでおり，各種支援により更に進

めていきたいと考えている。 

(3) 刑事司法については，これまで未決勾留者が多く，その期間が長いこと

が，被疑者・被告人の人権侵害等と指摘されるなど，問題となっていた。

しかし，１９９８年から新たな刑事司法手続が実施されるようになった

ため，これにより勾留者に占める未決勾留者と既決囚との割合が逆転す

るなど，大きな効果が出ている。しかしながら，未決勾留者数を更に減

らすなどのためにも，裁判官，検察官，警察官，刑務官等，刑事司法機

関間のコーディネート，各職種に対するトレーニングがきわめて重要で

あると考えている。 

(4) 犯罪対策について，罪種としては，汚職はもとより，誘拐，性的犯罪等

が，また，マラスという少年ギャングによる犯罪等，少年事件対策が重

要であると考えている。また，ＤＮＡ捜査等の科学捜査，コンピュータ

による捜査が行えるような設備等を全国に導入するなど，警察

（National Civil Police）の強化も必要である。 

(b) 訪問時間：８月１６日午後３時から同日午後３時１５分まで（ただし，

同月１９日にも訪問が予定されていたため，顔合わせ的なものであっ

た。） 

面談者：Mr.Francisco Martell 判事ロー・クラーク（Law clerk） 

（国連アジア極東犯罪防止研修所（以下，「アジ研」という。）第

１２５回国際研修員） 

Mr.Godofredo Salazar 判事補佐官（Justice’s assistant） 

Mr.Roberto Angulo 判事室コーディネーター 

（Chamber Coordinator） 

（面談結果概要） 

(1) 刑事司法制度について，他のラテンアメリカ諸国と同様，スペイン法を

継受した糾問主義的構造を取っていたが，１９９８年に一大改革が行わ

れ，刑事司法手続全般にわたり，口頭主義，当事者主義が導入された。

新制度の下では，いまだに糾問的な色合いは多少残っているものの，犯

罪捜査は，検察官の指揮の下で，警察官が行うこととなった。 

(2) 改革後の新制度は，スペインの植民地から独立し，米国の準州となる際

                         
6 コスタリカでも同様の司法改革プログラムが進行中である。 
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に，当事者主義を導入した，プエルトリコ自治領の刑事司法制度と類似

しているといわれている。 

(3) このほか，メディア等の後押しにより，被害者の権利に関する改革も行

われた。 

 エ 人権擁護庁（Office of the Human Rights Ombudsman） 

訪問時間：８月１６日午後３時３０分から同日午後４時３０分まで 

面談者：Ms.Beatrice de Carrillo オンブズマン（Procecutor General） 

Mr.David Morales 次席オンブズマン 

（Deputy Prosecutor General） 

Mr.Ricardo Iglesias 次席オンブズマン（環境問題担当） 

（Deputy Prosecutor General of Environment and in charge of 

Salvadorian Reality Analysis Unit） 

（面談結果概要） 

(1) 人権擁護庁は，公設弁護庁及び国家検察庁と並んで，公共省に所属する

機関であり，人権に関するあらゆる問題を担当している7。 

(2) １９９８年の刑事司法制度改革は，端的にいえば，それまで，政治に左

右されがちであった刑事司法において，民主化を進め，効率性，透明性

等を高めるための改革であったと考えている。 

(3) 上記改革後，刑事司法手続について，立法は素晴らしいものができてい

るが，それが適正に適用されていないという実態がある。 

(4) 具体的にいえば，裁判官一般について，過去に汚職等の問題が指摘され

てきたが，改革後の現在でも，司法が独立しているとはいえず，各裁判

官の倫理面に問題がある上，アカデミックな能力面も低レベルである。 

(5) また，改革後においても，在監者の人権の問題は解決されていない。例

えば，刑務所の居住環境は， 低レベルにあり，在監者らによるハンガ

ーストライキも頻繁に行われている。この問題解決には，様々な非拘禁

措置を用いることが不可欠である。さらに，口頭審理の導入により，裁

判所の抱える事件数が増加し，裁判が遅延しているため，未決拘禁者の

数も減っていない8。特に，裁判官によるギャングの構成員に対する偏

見，それに基づく予防拘禁措置の多用，不平等適用は，深刻な問題であ

る。 

(6) 少年ギャング対策として，ギャンググループに所属していることを罪と

して処罰できるように刑法を改正する動きがあるが，人権侵害の危険を

                         
7 オンブズマンは，議会の３分の２の多数決により選任される。 
8 内務省での面談結果等によれば，第４の４オ(3)のとおり，在監者中に占める未決拘禁者

の割合が激減したとされており，これとは明らかに反する意見が述べられている。 
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伴うのは明らかであり，反対している。 

 オ 内務省（Ministry of Governance and Justice） 

 面談時間：８月１７日午前８時３０分から同日午前１０時まで 

 面談者：Ms.Silvia Aguilar 同省副大臣 

（Vice-minister of Governance and Justice） 

     Mr.José Humberto Posada 同省公共治安局法律顧問 

（Legal Advisor, Vice-ministry of Public Security） 

Mr.Luis Yuri Romano 同省企画官 

（Director of Planning） 

Mr.Delmer Edmundo Rodríguez 同省司法治安局長 

（Executive Director of Judicial Security） 

Mr.Julio E. Fratti 同省職員 

（Ministry of Governance） 

Ms.Sonia Kessler de Muños 同省副大臣顧問 

（Advisor of Vice-minister） 

Mr.Sneider Rivera ユニセフ・コンサルタント 

（Consultant, UNICEF）  

Mr.César Augusto Rivera ＵＮＤＰコンサルタント 

（Consultant, UNDP）（アジ研第１０６回国際研修員） 

（面談結果概要） 

(1) 現在，刑法改革，刑事司法手続改革，少年司法改革が進められている。 

(2) １９９８年刑事司法手続改革のポイントは，書面審理に基づく制度から

口頭審理を も重要なファクターとする制度に移行したこと，糾問主義

的構造から，ほぼ当事者主義に基礎を置く構造に変化し，裁判官ではな

く国家検察庁が捜査を担当し，警察はそれを補佐する捜査機関となった

ことである。その目的は，司法への信頼を回復し，不処罰の文化

（impunity）をなくすことにある。 

(3) この改革による達成点は，裁判の遅れを減らしたことである。具体的に

は，過去には，起訴から判決までの期間が，７，８年もかかる裁判もあ

ったが，その期間が平均して７，８か月ないし１年程度となったこと，

１９９８年時点では，在監者中に未決拘禁者が占める割合が９０パーセ

ントにも達していたのに，２００３年統計では既決拘禁者と未決拘禁者

との割合がようやく逆転するなど，大幅に改善された。 

(4) 以前は，予審段階と公判段階とを同じ裁判官が担当していたため，事件

をためてしまいがちであったが，上記改革により，各段階を別々の裁判

官が担当するようになったため，段階ごとの期間が遵守されるようにな
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った。したがって，口頭審理の導入により，裁判の遅れが生じていると

いうことはない。もっとも，公判段階における裁判体の構成は，①１人

制，②３人制，③３人制＋陪審員５人というものがあるところ，①の対

象となる事件が少なく，②，③の対象となる事件数が多いため，裁判体

を構成するのが困難になり，事件処理が遅れるという面があり，改正す

べき問題と考えている。 

(5) 不処罰の文化については，せっかく警察及び検察が捜査し，起訴したに

もかかわらず，裁判所において，犯罪の証明がないとして無罪になって

しまうことが問題である。この原因としては，当事者主義に移行してい

ながら，刑訴法上，証拠法が整備されていないこと，そのため，証拠の

採否についての裁判官の判断が事案ごとに異なっていること，証人保護，

被害者保護が十分でないため，被告人又はその所属するギャンググルー

プ等による威迫を受け，証人尋問に応じようとしないなど，証拠収集，

裁判所への提出が困難であることなどではないかと考えている。 

(6) 現在進行中の主な改革は，少年司法改革である。少年による犯罪に対す

る法定刑の上限は７年間の懲役であるため，ギャングが，少年を使って

重大犯罪を行わせることが横行している。当省は，これを防止するため，

少年犯罪の法定刑の上限を１５年に上げることを提案している。 

(7) 刑法改革では，法定刑上限の引上げ（現在，死刑，無期懲役刑はなく，

法定刑の上限は３０年である。これを７０年に引き上げようという改正

を提案している。），刑事訴訟手続改革では，被害者保護，その手続への

参加の強化，証人保護等が議論されている。 

 カ 国家検察庁（Public Prosecutor’s Office） 

 面談時間：８月１７日午前１０時１５分から同日午前１１時まで 

 面談者：Mr.Romero Benjamíin Barahona 次長検事 

（Deputy Prosecutor General） 

(1) １９９８年刑事司法改革の主眼は，糾問主義的訴訟構造から，ほぼ当事

者主義的といえる訴訟構造へ移行したこと，口頭審理が導入されたこと

である。当庁としては，この改革により，検察官の役割や，警察官との

関係が変化したことが重要である。 

(2) 上記改革の効果としては，裁判の遅延が改善されたことを挙げられる。

刑事手続全体の期間が短くなった理由は以下のとおりである。すなわち，

改革後の手続は，①捜査段階，②予備手続段階，③公判段階の３段階に

分けられるところ，①捜査段階は，検察官から証拠が出された後，治安

判事（Judge of Peace）は，被疑者が拘禁されているか否かにより，３

日間又は５日間のうちに，手続を次の段階に進めるかどうかを判断しな
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ければならない，②予備手続段階では，判事は，予備審問（preliminary 

hearing）を開き，証拠が揃っていると判断すれば，公判段階に進むこ

とを許可する決定をなすところ9，この期間は６か月間以内でなければ

ならない，③公判段階では，１か月以内に判決に至らなければならない

とされている10。上記のとおり，各段階における期間が一定のものとし

て定められたこと，手続全体としての身柄拘束期間を２年以下に定めら

れたことが，裁判期間の短縮化につながったと考えられる。 

(3) 上記改革では，予備手続段階において判事が刑事和解（reconciliation）

を試み，それが成立した場合には，予備手続段階で事件を却下できる等，

正式裁判を避けるための代替的措置が定められた。これにより，公判段

階に進む事件数を大幅に減らすことができた。 

(4) 検察官と警察官との関係の変化について，改革前は，警察官は事件を判

事に送致し，その指示を受けていたが，現在は，警察官は犯罪を認知し

てから８時間以内に検察官にそれを報告し，その指示を受けて捜査に当

たらなければならないこととなった。しかしながら，検察官の人数が，

警察官と比べて，圧倒的に不足しているという問題がある。 

(5) また，警察については，科学的捜査能力，それを専門的に行う部署・設

備がなく，客観的証拠を得られないという問題がある。 

(6) 少年犯罪情勢の悪化は，１９９６年少年法改正が一因ではないか。これ

は，エルサルバドル憲法３５条や，同国が子どもの権利条約を批准した

ことに基づいて改正されたものであるが，少年犯罪への懲役刑の上限が

７年とされるなど，緩刑化が進み，裁判官が少年を刑務所に送ることが

少なくなった。このため，ギャンググループが，少年を使って重大犯罪

を犯すようになった。 

 キ 国家弁護庁（Public Defender’s Office） 

 面談時間：８月１７日午後２時３０分から同日午後３時 

 面談者：Mr.Marcos Sánchez 国家弁護庁長官（Prosecutor General） 

Ms.Kenia Palacios 公設弁護人（Public Defender） 

（面談結果概要） 

(1) 当庁は，１９９８年改革により，新設された機関である。この前から公

選弁護制度はあったが，当庁のように組織化されたものではなかった。

                         
9 予審判事は，証拠が揃っていないと判断すれば，事件を却下する決定をなすが，逆に，更

なる証拠を得られれば起訴が可能であると考えれば，検察官に捜査の続行を指示すること

もできる。この意味で，予審判事にはいまだに捜査を指揮する権限があるといえ，糾問的

色合いを残している。 
10 公判段階の制限については，事件数の多さのために守られていないという。 
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改革前は，弁護士資格を持つ者ばかりではなく，ロースクールの学生等

が担うことが多かった。 

(2) 被疑者には弁護人選任権があり，逮捕された段階において，被疑者に弁

護人がいなければ，警察から当庁に連絡がくることになっており，捜査

段階から公選弁護人が付されることになる。被疑者，被告人はこの制度

を無料で利用することができる。 

(3) １９９８年改革により，弁護人の役割自体にはあまり変化は生じていな

い。当庁としては，公選弁護人を組織化できたことに意味があったと考

えている。しかしながら，検察官は約１１００人もいるにもかかわらず，

公選弁護人は３００人程度にとどまっている。人員不足，検察庁との不

均衡は，訴訟遅延や，被疑者，被告人の人権侵害を招きかねない大きな

問題である。 

 ク ユニセフ・コンサルタント，ＵＮＤＰコンサルタントとの面談 

面談場所：ＪＩＣＡエルサルバドル駐在員事務所 

 面談時間：８月１７日午後４時から同日午後５時 

 面談者：Mr.Sneider Rivera ユニセフ・コンサルタント 

（Consultant, UNICEF）  

Mr.César Augusto Rivera ＵＮＤＰコンサルタント 

（Consultant, UNDP） 

 エルサルバドル司法機関関係者だけでなく，ドナー側の意見も聴くという意

味合いから，同日午前中内務省における面談時に同席した上記２人との面談を

再度実施したものである。 

（面談結果概要） 

(1) エルサルバドルには，ユニセフ，ＵＮＤＰのほか，世界銀行等，多数の

ドナーが刑事司法，犯罪防止等の分野において，支援を行っている。 

(2) また，ラテンアメリカ諸国において刑事司法制度改革が進んでいるが，

犯罪防止，治安改善にはつながっているとはいえない。 

(3) 例えば，エルサルバドルでは，「マラス」と呼ばれる不良少年ギャング

に所属する者が３万人もいるのではないかといわれ（これは，警察官の

数よりも多いほどである。），大きな社会問題となっている。これに対し，

刑事司法制度は無力である。そもそも，刑事罰は 終手段として加えら

れるものであるから，刑事司法制度改革をしてもそれだけでは意味がな

いのであって，これとともに，社会制度自体を変えていかなければなら

ない。 
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 ケ 司法研修所（Judicial Training School） 

 面談時間：８月１８日午前９時から午前１０時３０分まで 

 面談者：Mr.José Ernesto Criollo 所長（Director） 

Mr.Fernando Galo 教養部長（Chief of Academic Section） 

（面談結果概要） 

(1) 当所は，１９９２年和平合意時に新設された機関である。①下級裁裁判

官の選任事務，②下級裁判官の人事評価事務（これを 高裁に報告す

る。），③裁判官教育という三つの機能を有している。 

(2) このうち，裁判官教育には，新任裁判官教育，継続教育の２種類がある。

新任裁判官教育は，治安判事，弁護士等から，公判段階を担当する判事

になる際の教育であるが，これは８か月間の初期教育と１０か月間の実

務教育とに分けられる。継続教育は，裁判官に対するものだけでなく，

検察官，弁護人に対するものもあるほか，憲法，民事，刑事，商事等，

幅広く行っている。継続教育については，特に単位認定等を行っていな

いが，今後は，単位認定等を行い，それを裁判官としての経歴等に結び

つけることを検討している。 

(3) 今後，実施する必要があると思われる，刑事司法に関連する研修は，①

１９９８年刑事司法改革により役割が大きく変容した判事，検察官，警

察官に対する教育（予備手続を担当する判事は，その捜査権が検察官に

移譲されており，権限，役割が限定されているが，いまだに自らに捜査

権があるかのように振舞うものが多いところ，自らの権限，果たす役割

を限定することは難しいことであるから，この点を教育により補う必要

がある。関連する事柄として，警察官は，裁判官ではなく，検察官に指

揮を受けるようになったのであるから，この点につき，検察官，警察官

に対する教育を行う必要がある。），②拘禁代替措置の積極的に活用する

ことを推進するための裁判官に対する教育（同年の改革により，拘禁代

替措置として刑事和解等が導入されたが，より一層の活用が可能であ

る。），③口頭審理の事件管理を円滑に行うための裁判官に対する教育，

④証拠法に関する裁判官に対する教育である。 

(4) 証拠法に関する教育とは，以下のようなものである。すなわち，エルサ

ルバドルでは，刑事訴訟法，同規則中に証拠法に関する章があり，基本

的事項はそこに条文があるが，例えば，刑訴法上，特別な条件を満たせ

ば証拠として許容されるという場合に，その特別な条件について明確な

規定がなく，この解釈が裁判所ごと，ケースごとにまちまちであるため，

実務的には，実質的に証拠法がないのと同様である。したがって，どの

ような場合に証拠として許容されるのかなど，解釈基準等についての教
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育が必要である。 

(5) 警察官，検察官の現状，その問題点としては，一般的に，捜査能力の不

足を指摘できる。具体的には，①専門的に科学的捜査を担当する部署の

不在，②科学的捜査に関する能力不足，③新法を知らないなどの法的知

識，能力の不足，④事件処理能力の不足（例えば，このケースについて

どのようなどの程度の捜査が必要か。どのような事案であれば，拘禁代

替措置が活用できるのか。）等である。 

(6) 口頭審理の事件管理に関する教育とは，以下のようなものである。すな

わち，口頭審理導入前は，必ずしも，裁判官による公開審理を開く必要

はなく，裁判官は，司法官補佐（Judicial Collaborator）とともに供

述調書を取り，これを記録に綴じていき，判決をすればよかった。しか

し，裁判官は，公開法廷において証人尋問を行うのに慣れていないなど，

口頭審理を主宰するのは困難であった。そこで，口頭審理を自ら主宰す

る方法について教育をする必要がある。また，刑事司法手続の中で，捜

査段階，予備手続段階，公判段階を比べると，公判段階は，法律上３０

日以内に終結しなければならないと定められているのに，６か月間ない

し１年間ほどかかるなど，公判段階の遅れが比較的目立つ。そのため，

この段階の事件管理方法に関する教育が必要である。なお，改革後の刑

事司法制度は，同様にアメリカ法を移入したプエルトリコ準州の制度と

類似することから，ＵＳＡＩＤの援助を受けて，プエルトリコの判事を

招いて研修を実施している。 

コ サンサルバドル判決裁判所（Complejo de Tribunales de Sentencias, San 

Salvador） 

 訪問時間：８月１８日午前１１時から午後２時３０分 

面談者：Mr.Francisco Martell 判事ロー・クラーク（Law clerk） 

Mr.Godofredo Salazar 判事補佐官（Justice’s assistant） 

Mr.Roberto Angulo 判事室コーディネーター（Chamber Coordinator） 

（訪問結果概要）  

(1) 刑事裁判傍聴 

当方の依頼により，刑事裁判を傍聴したが，スケジュールの都合上，１

日前から始まったトライアルの２日目を傍聴することとなった。傍聴席に

おいて，上記面談者らに隣に座ってもらい，ウィスパリングによるきわめ

て簡単な説明を受けたに過ぎないため，事案の詳細は不明であるが，以下

に印象を記す。 

事案の概要は，現在２１歳である勾留中の被告人が（エルサルバドルで

は，１８歳以下を少年としているようである。），少年のころに，被害女性
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に対し長期間にわたり性的行為を強要したという強制わいせつの事案であ

る。被告人は，被害女性の同意があったなどとして，無罪を主張していた。 

裁判体は裁判官３人により構成される合議体であり，傍聴した証人尋問

は，被害女性の母，被害女性の精神鑑定を行った精神科医（同精神科医は，

被害女性は，被告人による性行為を同意していたのではなく，性的虐待を

受けていた旨の鑑定書を提出している。）に対するものであった。 

上記状況下において証人尋問のみを傍聴したことによる印象に過ぎない

が，証人尋問は，検察官，弁護人という尋問順序で行われ，被害女性の母

に対する尋問では，裁判官による補充尋問がなされないなど，アルゼンチ

ンで傍聴した刑事裁判に比較すると，公判遂行は当事者に委ねられる部分

が明らかに多いように感じられた。当事者主義の顕れといえようか。 

(2) 面談結果概要 

① １９９８年改革前は，捜査段階から公判段階すべてを，同一の裁判官が

担当する（公判段階の裁判体が，３人の合議体として構成されている場

合は，そのうちの一人として入る。），公判段階においては，裁判官は，

司法官補佐(Judicial Assistant)11らに，関係者の供述調書を取らせ，

これを一件記録に集め，これを読むだけで判決するというのが一般的で

あった。検察官の権限はきわめて受動的であった。 

② また，陪審制は，エルサルバドル憲法の伝統的要請であり，上記改革前

から定められている。この当時は，公判段階において陪審員が参加し，

公判終結までに収集された証拠書類の入っている一件記録をも読んだ

上で判断していた12。 

③ 現在不足していて，今後高めていくべき能力としては，検察官，弁護人

の尋問技術，捜査をマネージメントするための検察官の能力，警察の効

率的捜査に関する能力，特に科学的捜査能力である。 

④ また，刑事司法制度について，今後，さらに当事者主義を推し進める改

革を進めるべきであると考えている（例えば，捜査段階，中間手続段階

における検察官の捜査権限の強化等）。 

 

３ コスタリカ共和国における面談結果等 

コスタリカにおいては，同国刑事司法制度改革，研修ニーズについての調査

                         
11 Judicial Assistant と Judicial Collaborator とは同義と思われることから，いずれも

「司法官補佐」とした。 
12 陪審員が証拠書類を含む記録を読んだ上で有罪か否かを判断していたというのは，その

記録検討の程度，評議のあり方等について，我が国において裁判員制度を導入するに当た

り，なかなか興味深い。 
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を行うほか，来年度開始予定の「コスタリカ第三国研修」について，ILANUD

側の研修実施体制，研修カリキュラム等，研修内容について確認し，あわせて，

ILANUD 等関係機関と協議し，いわゆる R/D 原案を策定した上，それを添付し

た議事録（ミニッツ）を取りまとめ，署名交換することを目的としていた。ま

た，同国 高裁判所の招待により，古田佑紀 高検察庁次長検事が，同国 高

裁判所，国会，ILANUD，インターアメリカン大学，在コスタリカ日本大使館共

催による「コスタリカ・日本刑事司法制度比較セミナー」に参加するため，当

職らとほぼ同一の日程で，同国に滞在していたところ，当職らの上記出張目的

にかなうと判断されたことから，当職らは，古田次長検事の日程に同行させて

いただいた。このため，当職らは，同国刑事司法関係機関において高位にある

方々と面会し，直接，その意見をお聴きすることができた。また，上記セミナ

ーにおいては， 高裁判所歴代長官ホール（歴代長官の肖像画が飾られてい

る。）において，平成１６年８月２３日に古田次長が，基調講演「刑事法と国

際犯罪～日本における法制度のアレンジメントに関する１エキスパートの経

験」を，同月２４日に古田次長及び野口が，講演「日本の刑事司法においてグ

ッドガバナンスを確保するための制度的及び実務的メカニズム」を，国会歴代

議長ホールの間において，古田次長及び坂田が，講演「日本の刑事司法制度改

革」を行い， 高裁判事等裁判所関係者，国会議員等議会関係者ら，それぞれ

７０人ないし５０人規模の聴衆を集め，好評を博した。このほか，古田次長の

同国訪問は，現地マスコミにも取り上げられるなど，同国刑事司法関係者らに

対し，きわめて大きなインパクトを与えたものといえる。当職らとしては，古

田次長に随行させていただくことにより，法務総合研究所，アジ研はもとより，

「コスタリカ第三国研修」に対する我が方の協力をアピールすることができた

のではないかと考える。 

以下では，コスタリカにおける調査団活動のうち，同国刑事司法制度改革等

についての調査，「コスタリカ・日本刑事司法制度比較セミナー」についての

み，述べることとする。 

〔刑事司法制度改革についての調査結果等〕 

ア 在コスタリカ日本大使館 

面談時間：８月１９日午後２時から同日午後３時まで 

面談者：石井清史公使 

塚本豪志三等書記官 

松井葉月三等書記官 

（面談結果概要） 

(1) コスタリカは，その国是を平和主義と人権思想に置いている。他のラテ

ンアメリカ諸国とは異なり，内戦を経験しておらず，そればかりか，軍
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隊も廃止しており，長期間にわたり安定した政治，経済発展を得られて

いる。 

(2) しかしながら，社会構造等に起因する構造的な貧困問題を抱えるなど，

他のラテンアメリカ諸国と共通する問題も多数存在する。具体的には，

いわゆる貧困率は１８パーセント台と高率である。上記国是のとおり，

移民受入れには寛大な国であるため，地続きの周辺国，特にニカラグア

からの出稼ぎ者，移民が多く，様々な問題を引き起こしている。 

(3) 治安状況は，かつては良好といわれていたが，例えば，首都サンホセに

おいては，民家の窓に鉄格子がはまっている様子が至るところで見られ

るなど，現在はかなり悪化してきている。また，具体的には，マラスと

呼ばれるギャングによる組織犯罪，コロンビア等から流入する麻薬等が

問題となっている。 

(4) 中米一般にいえることであるが，汚職とのつながりなど，司法に対する

国民の信頼がきわめて低く，司法の力がきわめて弱い。 

 イ ＪＩＣＡコスタリカ駐在員事務所 

 面談時間：８月１９日午後３時３０分から同日午後４時３０分まで 

 面談者：山本美香所長 

上野貞信企画調査員 

張朝英職員 

Mr.Ricardo Montero 職員 

勝又明則 ＪＩＣＡコンサルタント 

（訪問概要） 

   コスタリカにおける古田次長検事及び当職ら調査団の訪問先，日程等に

ついて再確認する作業を行った。「コスタリカ第三国研修」のミニッツ作成

等について，打合せを行った。このほか，上記勝又明則氏から，「第３国研

修・広域案件「ラテンアメリカにおける刑事司法制度の改善計画」事前評

価調査に係る関連情報・資料の収集及び整理・中間報告書」，コスタリカ人

コンサルタントが作成した「Report on the Situation of Criminal Justice 

Reform in Latin America」により簡潔な説明を受けた。 

 ウ 国家弁護庁（Public Defender’s Office） 

 面談時間：８月２０日午前８時３０分から午前９時３０分 

 面談者：Ms.Marta Iris Muños Casante 所長（Director） 

Mr.Alfredo Rojas 副所長（Sub-director） 

Mr.Luis Roy Vargas 研修コース担当 

（in charge of training courses） 

Mr.Wilson Borquero研修スーパーバイザー（Supervisor of training） 
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（面談結果概要） 

(1) 国家弁護庁は，司法権内にある機関であり，２００人前後の弁護士が所

属している。 

(2) 変革を求める社会の声，特に，司法についてのより良いマネージメント，

不偏不党の要求等から，二度にわたり刑事司法制度改革を行ってきた。

一つは１９７３年の改革，もう一つは１９９８年の改革である。まず，

１９７３年の改革は，それまで完全に糾問主義に依拠していた訴訟構造

を糾問主義と当事者主義とのミックス・システム，書面主義と口頭主義

とのミックス・システムに変えたものである。他のラテンアメリカ諸国

の制度は，ミックス・システムの段階にあるところも少なくない。次に，

１９９８年の改革は，ミックス・システムの段階から当事者主義をより

積極的に導入し，当事者である検察官，弁護人に手続追行を委ねた。 

(3) しかしながら，いまだに裁判官には，糾問主義的な姿勢が残っている。

具体的には，公判段階において，検察官が請求していない証拠を職権に

より証拠として得てしまい，これを証拠としてしまう，裁判官自身が自

らの質問にかなりの部分を費やしてしまうなどである。 

(4) １９９８年の改革により当事者主義を導入したけれども，真の意味で，

検察官と弁護人の力が対等であるとは到底いえない。国家検察庁は，必

要であれば，司法警察（Judicial Police）を指揮して捜査させること

により，新たな証拠を得ることができるが，国家弁護庁においては，捜

査を担当する職員が５人しかいない。また，訴訟に関する専門的技術，

例えば，尋問技術，尋問能力についても，検察官と弁護人との間に差が

出てきている。これは，国家弁護庁の研修部門の弱さ（人数が少ないこ

と）も一因であると思う。 

 エ 法務省（Ministry of Justice and Grace） 

 面談時間：８月２０日午前１１時から午前１１時３０分 

面談者：Ms.Patricia Vega Herrera 法務大臣（Minister） 

（面談結果概要） 

(1) 刑事司法制度改革は１９９８年に行われたが，それから約６年間を経て

おり，現在は，矯正制度に焦点を当てた改革が進められている。例えば，

近，年約８パーセントずつ刑務所収容人口が増加しており，刑務所の

過剰収容という問題がある。このため，拘禁代替措置の拡充が検討され

ている。 

(2) 刑罰執行段階について，刑罰執行判事（Judge of the Execution of the 
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Penalty）という制度が新設された13。その権限がきわめて強く，公判判

事の権限との衝突，その調整等が問題となっている。 

(3) 未決勾留の期間が伸びており，これにより過剰収容の問題に拍車がかか

っている。しかしながら，これは 長２年間までしか伸ばせないという

制限があり，これを過ぎると自動的に釈放される。ラテンアメリカ諸国

の中では，未決勾留の率は少なく， も効率的な制度といえる。 

 オ 司法府・司法研修所（Judicial School） 

 面談時間：８月２０日午後２時３０分から同日午後４時 

 面談者：Mr.Alfredo Chirino Sánchez 司法研修所長 

（Director，アジ研第８３回国際研修員） 

（面談結果概要） 

 元駐日コスタリカ大使クリスティーナ・ロハス・ロドリゲス女史（アジ研第

７１回国際研修員，第１００回国際研修アドホック講師，第１２７回国際研修

客員専門家）のアレンジにより，古田次長検事とともに，コスタリカ刑事司法

制度のブリィーフィングを受けたものである。 

(1) 司法研修所は，司法府内にあり，裁判官，検察官，公選弁護人等の研修

を担当する部署である。 

(2) コスタリカ司法制度は，元来，スペイン法というよりは，フランス法，

ドイツ法の影響を強く受けている。民事法がフランス法の，刑事法はド

イツ法の影響を受けている。しかしながら，刑事法は，現在，ドイツ法，

フランス法と比べて，当事者主義的色彩が強くなっている。それは，こ

の数十年来米国の影響が強くなっているからである。しかしながら，法

律は改正しても，大陸法系としての伝統は変わっていない。これは，ラ

テンアメリカ諸国共通の問題である。つまり，検察官に裁判官の捜査指

揮権限を移したにもかかわらず，これが裁判官に理解されていないので

ある。捜査を指揮する主体が裁判官から検察官に代わったのであるから，

検察官と警察官の関係の在り方を確立することも大きな課題である。 

(3) 刑事訴訟手続についていえば，指導判事（Judge of Instruciton）とい

う制度が過去３０年近くにわたり存在し，この主要な役割は裁判官，捜

査官，警察官の指揮役という三つの役割を果たし，強大な権限を有して

いたが，あまりに権限が強すぎたため，１９９８年刑事司法制度改革に

より廃止された。 

(4) これに代わり，新たに，治安判事（Judge of Gurantee）という制度が

                         
13 刑罰執行判事は，刑罰執行の全般を執り行う判事であり，刑罰を執行したり，その効力

を変更したり，停止したり，その執行を遅らせたりすることができるほか，刑務所におい

て，受刑者の人権が守られているかどうかなどを確かめることなどができる。 
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設けられ，当事者主義化が更に進められた。治安判事は，指導判事とは

違い，全く捜査を行わず，捜索令状，差押令状等，捜査のチェックを行

うだけである（いわゆる強制処分を行うには，裁判所の令状が必要であ

る。）。 

(5) 捜査段階は，まず警察が捜査を行うが，被疑者を逮捕した場合には，逮

捕後４８時間以内に，検察官に証拠とともに事件を送致する。起訴され

なければ被疑者は釈放され，起訴されれば，未決勾留期間を 大２年間

まで期間を伸ばすことができる。これ以上に延長することができないた

め，一般には，この期間内に判決が出されることになる。 

(6) 有罪率は，約４８パーセント程度である。（日本の有罪率は，ほぼ１０

０パーセントである。）（検察官の仕事がうまくいっていないのではない

かとの問いに対し，），確かに，そのとおりである。検察官の権限を高め

ること，そのためには検察官の職務執行に対する信頼を高めることが必

要である。（刑事補償法のような法律があるかとの問いに対し，）裁判の

誤謬（judicial error）に関する法律はあるが，それに基づく請求はほ

とんどない。 

(7) 刑事裁判は三審制が取られている。上訴審では，事実認定を争うことは

できず，法律問題に限られる。 

(8) コスタリカ刑事訴訟法上，証拠法は存在している。しかし，いわゆる英

米法における証拠法のように整ったものは存在しない。したがって，捜

査機関が得た証拠はそのまま公判に顕出されることが多い。 

(9) 警察等の捜査機関における捜査能力が劣っているため，事件が争われて

しまい，公判段階にまでもつれ込む事案が多い。逮捕後起訴された事件

の７，８割が公判段階に進むのではないか。そのため，拘禁代替措置を

幅広く導入する法案が国会で審議されている。 

 カ 高裁判所（Supreme Court） 

 面談時間：８月２３日午前１０時から同日午前１１時 

 面談者：Mr.Luis Paulino Mora Mora 高裁判所長官 

（President of the Supreme Court of Jusitce） 

（面談結果概要） 

 古田次長検事とともに，上記ロハス女史の計らいにより，モラ 高裁長官を

表敬訪問した。その際，コスタリカ大使館から，猪又忠徳特命全権大使が同席

された。 

(1) コスタリカでは，日本はその勤勉性ゆえに発展したと思われており，尊

敬されている。また，これまでに日本の司法機関はコスタリカに対し，

友情を示してくれており，感謝している。アジ研国際研修に参加した者
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は，チリーノ司法研修所長，ホセ・マリア・ティエリーノ氏（ＦＩＵ－

ＡＩＤニカラグア司法行政強化担当コンサルタント，第６２回国際研修

員），ナンシー・エルナンデス女史（ 高裁長官オフィス弁護士，第８

０回国際研修員）等，皆コスタリカ司法界で重要な地位を得ている。し

たがって，ＩＬＡＮＵＤとの共催で行われる「コスタリカ第三国研修」

についても，コスタリカ司法機関を代表する立場として，これをアシス

トしていきたいと考えている。 

(2) 司法のガバナンスについて，ラテンアメリカ諸国の中で，コスタリカは

大変成功している国である。司法権は，これまで５０年以上にわたり，

権限としても，経済的にも，その独立を確保している。コスタリカは，

１００年以上にわたり民主主義を享受しており，軍隊もない。その中で，

法治国家として機能するには，司法権の独立はきわめて重要であり，そ

の確保のために重要なのは，司法の安定性，裁判官の任命，裁判官の研

修，それによる能力強化，判決の適正な執行の確保等である。例えば，

ラテンアメリカ司法について， 近，ボリビア，パラグアイにおいて国

際会議があったが，そのテーマは，司法行政における公正さの確保，強

化であった。 

(3) 司法改革について，コスタリカはそれにいち早く着手し，法律の近代化

に成功した国の一つと考えている。積極的に取り組んでいる課題は，司

法アクセスの強化，司法サービスの平等適用である（同様に，ニカラグ

ア，ホンジュラス等も力を入れて取り組んでいる。）。また，一般市民の

意見を司法改革に反映し，司法に参加できるようにするため，コミュニ

ティーとの意見交換会を開くなどしている。 

(4) （司法は，人権保障の 後の砦，理性の府であり，ポピュリズムに陥っ

てはならない，しかし一般市民の意見とかけ離れてもその信頼を得られ

ず，このバランスを取るのが難しい状況になっている，これが司法の大

きな課題の一つであるとの古田次長の問いかけに対し，）同感である。

そのためには，よく訓練された裁判官，勇気ある裁判官が必要である。 

 キ 国家検察庁（Public Ministry Office） 

 面談時間：８月２３日午前１１時から同日午前１２時 

 面談者：Mr.Francisco Dall’Anese 検事総長（Prosecutor General）14 

     Ms.Andorea Murillo Fallas 検事総長付検事 

（面談結果概要） 

 古田次長検事とともに，上記ロハス女史の計らいにより，ダネル検事総長を

                         
14 この面談には，コスタリカ検察庁次長検事も参加された。 
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表敬訪問した。その際，コスタリカ大使館から，猪又忠徳特命全権大使もご同

席された。 

(1) 新しいタイプの犯罪が増加しており，それに対応できるように，新しい

構成要件を作っている。具体的には，「報酬のための殺人」，「組織犯罪

としての殺人」という類型である。 

(2) （社会の動きが早まっており，刑事司法としてもそれに対応しなければ

ならない，国際犯罪が増加しているが，これは日本だけでは対応，解決

できない，日本の治安に重大な問題が生じるという二つの問題がある，

経済活動の活発化に伴い，不法な経済取引が増加し，正常な取引と不法

な取引の区別が難しくなっているとの古田次長のコメントに対し，）コ

スタリカでも同様の問題が生じている。いくら取締りを強化しても，犯

罪者はそれを乗り越えるように，ますます悪質になっている。 

(3) コスタリカで現在問題となっている犯罪は，①組織犯罪，特に国内犯罪

組織による組織犯罪，②車両密輸・密売，③ドメスティック・バイオレ

ンス（事件数多大のため），④密漁（人員不足のためとても対応しきれ

ない。）等である。また，処理，判断が難しいものとして，⑤知的所有

権に関する犯罪があり，かなり深刻な問題である。すなわち，これは，

起訴すればコスタリカ社会に与える影響が大きい反面，起訴しなければ

欧米諸国から批判を浴び，経済制裁を受ける（経済援助が受けられない），

その投資が鈍るというジレンマがある。 

(4) 国家検察庁の規模について，検察官は全国で３３０名である（総人口は

約４２０万人である。）。また，司法警察は６００名である。ただし，警

察組織としてはこのほかに国家行政警察がある。 

(5) １９９８年刑事司法制度改革により，検察官が捜査指揮を行うことにな

ったが，職権行使上検察官は一人一人完全に独立していることから，上

司に何も報告せずに，放置したままでいれば，すぐに何千件でも事件が

たまってしまうことになり，せっかく検察官の権限が強化されたのに，

国民の信頼を失うことになる15。そこで，検察官の人事評価方法を変更

した。また，職務のやり方についてガイドラインを示し，各検察官につ

いて，３か月ごとに，警察の捜査状況，事件の進行状況，証拠収集の状

況等を上司に対し報告させることとした。これはきわめてシンプルな方

法だが，未済事件数を減らすのに大変役立っている。 

                         
15 リベラルな検察官が，ＳＷＡＴチームが出動するような大規模な誘拐事件を犯した者に

対し，軽い制裁による有罪答弁取引を成立させてしまい，批判を浴びたこともあったとい

う。 
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ク 司法改革プログラム事務所 

 面談時間：８月２４日午前８時３０分から同日午前１０時 

 面談者：Ms.Sonia Navarro 同事務所所長 

（Director of the Judicial Reform Programme） 

（面談結果概要） 

(1) コスタリカでは，司法制度改革について，米州開発銀行（Interamerican 

Development Bank, ＩＤＢ）による「コスタリカ司法近代化プログラム」

が進められている。この事務所は，その進行状況を把握する事務所とし

て設立されたものである。 

(2) 第１フェーズが１９９６年から２００３年まで進められた。これは１１

２０万ドル規模の技術協力借款であり，司法アクセスの強化，判例等司

法情報のオンライン化，裁判所へのコンピュータの整備（ゴイコチェア，

カルタゴ，サンタラモン，サンタクルス等の巡回裁判所（Judicial 

Circuit）），ビデオカンファレンス設備の整備（司法研修所）が行われ

た。 

(3) 現在は，第２フェーズが進行中である。その規模は，約２２００万ドル

の技術協力借款プログラムである。実施機関として所管するのは 高裁

であるが，その活動対象機関としては，法務省，警察省，国家検察局，

公共弁護局等，活動範囲は民事，刑事，行政に限られず幅広く及んでい

る。具体的には，司法情報の電子化（例えば，コンピュータ利用したケ

ース・マネージメントを裁判所に幅広く導入し，さらに，国家検察庁，

公共弁護庁にも入れていくなど。），国家検察庁の人材強化（検察官が皆

刑事法学の学位を取れるようにする，捜査のあり方，証拠収集のあり方，

検察官と警察との関係等についての研修を行うなど）等である。 

(4) ラテンアメリカ諸国における司法改革の進度を見ると，コスタリカは

も進んだ国であり，チリがそのすぐ後ろにいる。ニカラグア，ホンジュ

ラス，グアテマラは，変化が出てきているものの，まだまだ遅れている。

さらに遅れて，エクアドル，ウルグアイである。アルゼンチンは連邦制

を取っているため，その進度はまちまちであるが，地方州の中にはかな

り進んだ州も見られる。ブラジルは，裁判官研修についてはかなり進ん

だ国であるが，しかし国土の大きな国であるため，地域差が激しい。 

 ケ ゴイコエチア第２裁判所（The Second Judicial Circuit, Goicoechea） 

 訪問時間：８月２４日午前１０時から同日午前１１時３０分 

 古田次長検事，上記ロハス女史とともに，刑事裁判傍聴のために，同裁判所

を訪問した。この際，上記アンドレア・ムリーリョ検事総長付検事も同行した。 
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（訪問結果概要） 

(1) 訪問時には傍聴に適切な事件がなく，まず，同裁判所のビルの中に所在

するゴイコエチア検察官事務所内を見学した。 

(2) 裁判所内を見学した際には，訴訟書類のＯＡ化について説明を受けた。

入口にはパソコンが５台ほど置かれており，それに事件番号を入力すれ

ば，手続の進行状況に関する情報（次回期日，裁判官の決定等）が表示

される（ただし，刑事事件を除く。）。これは，インターネット上でも見

ることができる（http://www.poder-judicial.go.cr/）。また，入口付

近に受付があり，そこでは，新件を受け付けると，それを電子情報とし

た上で，関連部署に送ることになっている。総じて，日本の裁判所と比

べて，ＯＡ化が進んでいるように思われる。 

(3) その後，一応，刑事裁判を傍聴した。裁判官１人の事件であり16，検察

官はおらず，被害者のみが私訴した詐欺事件のようであった。また，検

察官がいない理由は，今ひとつよく分からなかったが，告訴したものの，

検察官が起訴しなかった事件については，一定の手続の下に，私人によ

る起訴が認められるようである。 

(4) 法廷の造りは，裁判官席がきわめて低いこと，傍聴席との間に柵がない

ことなどが特徴的であった。司法アクセス強化の一環として，近時改築

されたものとのことである。 

 コ サンホセ第１裁判所（The First Judicial Circuit, San Jose） 

 面談時間：８月２５日午前８時３０分から同日午前９時３０分まで 

 面談者：Mr.Jose Manuel Arroyo Gutierrex 判事 

     （Magistrado Sala de Casacion Penal Corte Suprema de Justica） 

     Mr.Daniel Gonzalez Alzarez 判事 

     （Presidente Sala de Casacion Penal Corte Suprema de Justica） 

（面談結果概要） 

(1) コスタリカ刑事司法制度は，それまで，ミックス・システム（書面主義

と口頭主義とのミックス・システム）であったところから，１９９８年

改革により，当事者主義的制度となった。その前は，３０年間にわたり，

公判段階において口頭主義を導入していたため，ラテンアメリカ諸国の

中では も進んでいたが，さらに当事者主義を導入することとした。こ

れは，単なる刑事手続の変更というものに止まらず，いわばカルチャー

チェンジともいうべきものであるが，裁判官には糾問的な考え方が残っ

ている。 

                         
16 長期３年以下の事件は裁判官１人で，長期３年以上の事件は裁判官３人で審理すること

となっている。 
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(2) 例えば，法律上，捜査段階では，捜査の指示を警察に与えるのは検察官

であるのに，治安判事が捜査に介入しようとする。公判段階では，質問

の順序は，検察官，弁護人といった当事者，その後裁判所というもので

あるのに，裁判所から聞き始めてしまうなどである。 

(3) （しかし，捜査段階では，治安判事は，捜査に関する指示を与えること

はできないのではないかとの問いに対し，）確かに，法的にはそのとお

りである。しかしながら，治安判事が，その事件を中間手続段階，公判

段階に進めさせるかどうかを決めるにつき一定の権限を有することか

ら，治安判事による介入の余地がある。 

 サ 高裁判所 

 面談時間：８月２５日午前９時５０分から同日午前１０時３０分まで 

 面談者：Mr.Fernando Cruz 高裁判事 

 古田次長検事とともに， 高裁モラ長官を表敬訪問しているが，刑事司法制

度改革調査の意味から，再度，フェルナンド・クルス 高裁判事をと面談した

ものである。 

（面談結果概要）     

(1) １９７３年に一度大きな刑事司法制度改革が行われ，ミックス・システ

ム（書面主義と口頭主義とのミックス・システム）となったが，その後，

１９９８年に再度大きな刑事司法制度改革が行われ，当事者主義が積極

的に導入された。ラテンアメリカ諸国の中で，この点の改革で進んでい

る法域は，アルゼンチン・コルドバ州であるといわれている。 

(2) １９９８年改革で も重要なことは，指導判事（Judge of Instruction）

の制度が完全に廃止されたことである。しかしながら，検察官の力が弱

く，能力が低いことから，この点を研修等により補っていく必要がある。 

(3) もっとも，糾問主義的な色彩が完全に払拭されたわけではない。例えば，

公判段階において，裁判所は，当事者の請求がなくても，職権により証

拠を取り調べることができると定められている17。 

(4) いずれにせよ，私自身は，証人尋問等において，裁判官の介入は 小限

に抑えるという考えを持ち，実践している。 

(5) 新たに，拘禁代替措置の強化，有罪答弁取引（Plea Bargaining）の導

入等が国会において審議されている。 

 シ 国家検察庁研修部 

 面談時間：８月２５日午前１０時４０分から同日午前１１時３０分 

 面談者：Ms. M Campos 検事補 

                         
17 実務上は，証拠の職権取調べが行われるのは，かなりレアであるという。 
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（面談結果概要） 

(1) １９９８年刑事司法制度改革により，検察官の能力強化が不可欠となっ

ており，そのため，国家検察庁内に当部が創設された。同じ司法部内に

は，司法研修所があるが，司法研修所が検察官に関する研修を当部に委

嘱している。 

(2) 研修のターゲットは，検察官と国家検察庁職員である。検察官の研修と

しては，薬物事件の処理等，様々な研修を行っているが，刑事事件手続

については，捜査段階では，証拠収集の在り方，公判段階では，口頭審

理追行の在り方（弁論の仕方，証人への質問の仕方等），検察官の捜査・

公判における役割の変化，司法警察官と検察官との関係の改善，被害者

の地位の保護等である。 

(3) コスタリカでは，捜査のため検察官に与えられた期間に制限が定められ

ていないので，そのため，ここで事件が滞留する可能性がある。そこで，

検察内部における行政的措置として，６か月ないし１年間という制限を

設けることを検討している。 

 ス 国会 

 面談時間：８月２５日午後２時３０分から同日午後３時まで 

 面談者：Mr.Gerardo Gonzalez Esquivel 国会議長 

 古田次長検事，猪又大使，ロハス女史らとともに，国会議長に対し，表敬訪

問を行ったものである。 

 

〔「コスタリカ・日本刑事司法制度比較研究セミナー」〕 

 ア 第１日目 

 日時：８月２３日午後４時３０分から同日午後６時３０分まで 

 場所： 高裁判所歴代長官ホール 

(1) 古田次長検事講演 

「刑事法と国際犯罪～日本における法制度のアレンジメントに関する１

エキスパートの経験」 
（PENAL LAW AND TRANSNATIONAL CRIMINALITY: Important Issues for 

Criminal Law Legislation） 
(2) フェルナンド・クルス・カストロ 高裁判事 

「PENAL LAW AND TRANSNATIONAL CRIMINALITY in Costa Rica」 

 イ 第２日目 

 日時：８月２４日午後２時３０分から同日午後４時まで 

 場所： 高裁判所前長官ホール 

(1) 古田次長検事，野口講演 
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「日本の刑事司法においてグッドガバナンスを確保するための制度的及

び実務的メカニズム」 
（Mechanisms to Ensure Good Governance in the Structure and Operation 

of the Criminal Justice in Japan） 
(2) フランシスコ・ダネル検事総長講演 

「Mechanisms to Prevent Impunity in the Administration of Criminal 

Justice in Costa Rica」 

コスタリカを始めとするラテンアメリカ諸国において大きな問題とな

っている不処罰の文化について，講演があった。 

 ウ 第３日目 

 日時：８月２５日午後３時から午後４時３０分まで 

 場所：国会前議長ホール 

(1) 古田次長検事，坂田講演 

「日本の刑事司法改革」 
（Reform of the Criminal Justice in Japan） 

(2) ダニエル・ゴンザレス判事講演 

「The Process of Reform of Criminal Justice in Costa Rica」 

   コスタリカにおける刑事司法制度の改革について，講演が行われた。 

 



















 
3．事業事前評価表 
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事業事前評価表 

 

 

１．案件名：（和文）第三国研修「ラテンアメリカにおける刑事司法制度の改善」 

（英文）International Training Course on the Criminal Justice System Reforms in Latin 

America  

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

ラテンアメリカ諸国の刑事司法関係者（裁判官・検察官・弁護人）に対し、より効果的で、

独立性が維持され、透明性の高い刑事司法制度を確立するために必要な知識や情報を提供する

ことにより、域内の刑事司法改革の促進に資することを目的とし、コスタリカにある国連ラテ

ンアメリカ犯罪防止研修所にて第三国研修を実施する。 

（２） 協力期間：2005 年～2007 年 

（３） 協力総額（日本側）：36,000 千円 

（４） 協力相手先機関：国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所（ILANUD） 

（５） 国内協力機関：国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI） 

（６） 裨益対象者及び規模、等： 

 ラテンアメリカ諸国（アルゼンチン、ボリビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エクアドル、

エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、ベネズエラ）の刑事司法制度関係

者（裁判官、検察官、弁護士） 計 90 名 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

 ラテンアメリカにおいては、70 年代からの軍政から民政への移管、中米諸国での内戦終結と

平和の構築といった動きの中で、司法制度の改善のための様々な取り組みがなされてきた。安

定した社会経済開発のためには、司法制度に対する信頼は不可欠であるが、ラテンアメリカ諸

国においては、過度の形式主義や権威主義、煩雑で時間がかかる手続き、裁判の公平さへの不

信感などから、裁判が一般市民から距離を置く存在となり、司法制度が十分に信頼されている

とは言いがたい状況となっている。また裁判に時間がかかりすぎることにより未決囚が増加し、

刑務所の過剰収容や収容環境の悪化といった事態も引き起こしている。 

 ラテンアメリカ諸国では、これまで伝統的にヨーロッパ大陸法的な糾問主義的な刑事司法制

度（裁判官の職権により訴訟手続きが開始され、裁判官が捜査を指揮し、犯人・証人に対し尋

問・裁判を行う）が採用されてきたが、ここ 15 年ほどの間に、当事者主義的な制度（対立する

当事者同士（検察官と弁護人）がそれぞれ自己に有利な法律上・事実上の主張及び証拠を出し

合い、これに基づいて中立の第三者（裁判官）が判決を下す）へ移行する刑事司法制度改革が

進められてきている。糾問主義的制度では、捜査の指揮、証拠の検討、裁判の実施等の権限が

裁判官に集中しているため汚職を誘発しやすく、また裁判官の担当業務が累積し裁判の遅延を

生みやすいなどの短所があった。硬直化した感のある伝統的な制度に対し当事者主義的制度を
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導入することにより、刑事司法の独立性、透明性、アカウンタビリティーや人権保障等を確保

するとともに、より公正で効率的な制度を確立し、汚職の防止にも資すると期待されている。

しかしながら移行後の当事者主義的制度における裁判官、検察官、弁護人等の役割は、移行前

の糾問主義的制度における役割とは大きく異なることが十分に理解されず、裁判の現場では

様々な課題が生じてきている。このような状況の下、当事者主義移行への対応を中心に、刑事

司法システムの改善に資すべく、ラテンアメリカ地域の刑事司法制度関係者への研修により知

識・情報を提供することを目的に、コスタリカにある国連ラテンアメリカ犯罪防止研修所

（ILANUD)より、第三国研修の要請が提出された。（なお、ILANUD では、ラテンアメリカ諸国を

対象に、「麻薬犯罪防止」（1988-97）、「刑務所の生活条件と犯罪者矯正計画」（1999-2003）の２

つの第三国研修を実施した実績がある。） 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 内戦を経験した中米諸国では、その終結後の国家開発計画において民主化の定着と行政・司

法の整備が課題となっており、近年は一般犯罪が増加して社会問題化してきている。また南米

諸国では、90 年代末からの世界的な景気後退や失業者の増加の影響を受け、犯罪の増加・治安

の悪化が問題となっている。 

（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

 改定後の ODA 大綱では、開発途上国の発展の基礎となる人づくり、法・制度構築や経済社会

基盤の整備に協力することが確認されている。また国連機関を初めとする国際機関との連携・

協調を進めることとしている。日・中米フォーラムにおいては、民主化の定着・治安の安定は、

優先協力課題の１つと位置づけられている。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標 

（目標） 本プロジェクトが対象とするラテンアメリカ各国の裁判官、検察官、弁護人に対し

て、より効果的で、独立性を維持し、透明性の高い刑事司法制度を確立するために

必要な知識や情報、特に当事者主義的制度にかかる知識を身につける。 

（指標）・プロジェクト研修参加者の当事者主義的制度にかかる知識が向上する。 

・帰国研修員が研修成果の普及・伝達のための活動を行う。 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標 

（目標）帰国研修員が、研修での成果を活用することを通じて、本プロジェクトが対象とす

るラテンアメリカ諸国おける刑事司法制度改革が促進される。 

（指標）・帰国研修員が自国の刑事司法制度改革への取り組みに参加・関与する。 

   

（２） 成果（アウトプット）と活動 

アウトプット、そのための活動、指標 

（活動）ア 第三国研修の実施 



－79－ 

・研修コースの準備 
（カリキュラムの設計、テキスト・教材の選定・作成、講師の検討、関係機関

との調整） 
・研修実施 
（研修員による各国の現状についての発表、講師による講義（当事者主義的制

度にかかる講義等）、日本人講師による講義、参加者による討論、コスタリカ
司法関係機関の視察） 

イ 研修に関連した活動の実施 
（成果）本プロジェクトが対象とするラテンアメリカ諸国の裁判官、検察官及び弁護士が、

刑事司法制度改革、特に当事者主義的制度にかかる理解を深める。 
（指標）・刑事司法制度改革、特に当事者主義的制度にかかる研修の実施。 

・研修員の刑事司法制度改革、特に当事者主義的制度に関する理解度。 

 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 36,000 千円） 

日本人講師派遣、研修コスト、視聴覚機材、その他 

② コスタリカ国側（総額 15,000 千円） 

カウンターパート人件費、研修コスト、その他 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

  研修参加国が政治的に安定し、ガバナンスの改善のための取り組みが後退しない。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

中南米諸国では景気後退や失業者の増大などから治安が悪化する中で、一般市民の司法関係

機関に対する信頼は低く、また裁判の遅延や未決拘留者の増、刑務所の収容環境の悪化など、

様々な問題を抱えている。刑事司法制度の不備・非効率がそれらの原因の一つと考えられてお

り、その改革・改善は共通の課題であり、協力の必要性は高い。当事者主義的な制度の導入は、

それだけで刑事司法制度の改善を意味するものではないが、伝統的な制度の問題点を改善し、

透明性・独立性の高い制度の確立のための有効な手法として、近年、ラテンアメリカ諸国の中

で導入が進んでいる。我が国では第二次大戦前の糾問主義的な訴訟制度から戦後の当事者主義

的な制度への転換を経験しており、その教訓を提供する意義は大きい。  

（２） 有効性 

国連機関として当該分野の経験・知識・技術や人的ネットワークを有する ILANUD と UNAFEI

が共同で研修を実施することで、研修員に必要な知識が適切に提供され、知識の向上が達成さ

れる。また司法制度改善のための取り組みは、米州開発銀行（IDB）を初めとする国際機関によ

り実施されてきているが、国単位での協力が中心となっている中で、本件第三国研修のように

複数国が参加し、各国での現状や各人の経験に基づく議論を母国語であるスペイン語で行うこ

とにより、知見の共有を進めると同時に、各国の関係者間のネットワーク構築により、国レベ

ルではなく、ラテンアメリカ地域レベルでの刑事司法制度改革への取り組み推進に寄与するこ

とが期待できる。  

（３） 効率性 

 ラテンアメリカの刑事司法制度改革に我が国の人的リソースのみにて協力を行うには困難な



－80－ 

点が多く、域内の国連機関である ILANUD と研修を実施することにより、ILANUD の知見や経験、

関係機関とのネットワークを活用し、より効果的・効率的な研修が実施できる。また軍事政権

や内戦など、政治的に不安定な状況を経験してきた国が多い中で、コスタリカは長期に亘って

安定した政治と社会経済開発を維持してきており、教育、社会保障などと並んで、当事者主義

の導入をはじめとする刑事司法制度改革についても、ラテンアメリカ地域において最も進展し

ている国の１つである。コスタリカで研修を行うことは、ILANUD が所在するという理由だけで

なく、コスタリカの司法関係者を講師として活用したり、関係機関の訪問・視察を行ったりす

ることにより、より効果的な研修が実施できる。現地セミナー等の研修に関連・補足した協力

実施により帰国研修員の活動のフォローを行い、研修効果のより効果的な発現を支援する。 

（４） インパクト 

 司法制度改革の実施に当たっては、法律・制度・組織の制定・改定・設置など、各国での法

的枠組みが確立されていることが必須であるが、今回の研修対象国は、いずれも過去数年の間

に法的枠組は確立されたものの、その実施の段階で様々な課題に直面してきている国が選定さ

れている。対応すべき課題が抽出され、かつ対応のための法的枠組みが確立されている状況を

踏まえた研修であることから、より直接的かつタイムリーなインパクトを与えることが期待で

きる。 

（５） 自立発展性 

 研修員の参加資格要件にそれぞれの職務での一定の職歴を求めており、またその職務の性質

上、研修終了後もその職務を継続するか、少なくとも司法分野に留まることが期待される。よ

って研修で得た知識や情報を、帰国後の活動を通じてそれぞれの国の刑事司法制度改革推進に

活用していく可能性は高い。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 ILANUD で実施してきた第三国研修「麻薬犯罪防止」「刑務所の生活条件と犯罪者矯正計画」で

は、国連機関としての ILANUD の位置付けも考慮し、幅広い国々からの参加を得て意見交換を行

うことも目的として中南米のスペイン語圏をカバーし割当国数を大きくしていたが、その一方

で、平均すると協力期間中に各国から年１名程度の受け入れとなり、協力のインパクトに欠け

る部分があったことも否めない。今回の研修は、個人の枠を超えて取り組むべきテーマである

ことを考慮し、また各国の刑事司法制度改革の進展状況を検討して割当国を絞り込み、年３名、

３年間で９名の研修員を各国から受け入れることにより、より大きなインパクトが与えられる

よう考慮した。 

８．今後の評価計画 

 協力 3 年目の事業実施に合わせて、在外事務所を主体とする終了時評価を実施する。 
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